
○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

「土木工事共通仕様書」 「土木工事共通仕様書」

目次 目次

第１編 共通編 第１編 共通編

第１章 総則 第１章 総則

第１節 総則 第１節 総則

１－１－１ ～ １－１－５ [略] １－１－１ ～ １－１－５ [略]

１－１－６ 低入札価格調査 ［新設］

１－１－７ ～ １－１－14 [略] １－１－７ ～ １－１－14 [略]

１－１－15 施工体制台帳及び施工体系図の取扱い ［新設］

１－１－16 ［略］ １－１－15 ［略］

１－１－17 調査，試験に対する協力 １－１－16 調査・試験に対する協力

１－１－18 ～ １－１－51 [略] １－１－15 ～ １－１－50 [略]

１－１－52 法定外の労災保険の付保 ［新設］

１－１－53 ～ １－１－55 [略] １－１－51 ～ １－１－53 [略]

１－１－56 配置技術者等の途中交代 １－１－54 監理技術者等の途中交代

１－１－57 ［略］ １－１－55 ［略］

１－１－58 現場代理人の常駐に関する取扱い １－１－56 現場代理人の工事現場への常駐（専任）を要しない期間

１－１－59 現場代理人の兼任 ［新設］

１－１－60 ［略］ １－１－57 ［略］

１－１－61 下請工事における管内（県内）建設業者の優先活用 １－１－58 管内（県内）建設業者の優先活用

１－１－62 ～ １－１－64 [略] １－１－59 ～ １－１－61 [略]

１－１－65 「週休２日」試行工事 ［新設］

１－１－66 ［略］ １－１－62 ［略］

１－１－67 熱中症対策に資する現場管理費の補正 ［新設］

１－１－68 建設現場における「快適トイレ」設置 ［新設］

１－１－69 共通仮設費率分の適切な設計変更 ［新設］

１－１－70 現場環境改善費 ［新設］

１－１－71 ～ １－１－78 [略] １－１－63 ～ １－１－70 [略]

１－１－79 コンピュータウイルス対策 １－１－71 ウイルス対策

第２章 ［略］ 第２章 ［略］

第３章 施工共通事項 第３章 施工共通事項

第１節 ～ 第４節 ［略］ 第１節 ～ 第４節 ［略］

第５節 石，ブロック積（張）工 第５節 石・ブロック積（張）工

第６節 ［略］ 第６節 ［略］

第７節 コンクリート工 第７節 コンクリート工

３－７－１ ～ ３－７－14 [略] ３－７－１ ～ ３－７－14 [略]

３－７－15 鉄筋コンクリート構造物等のスランプ値 ［新設］

第８節 ～ 第19節 ［略］ 第８節 ～ 第19節 ［略］

第20節 仮設工 第20節 仮設工

３－20－１ ～ ３－20－４ [略] ３－20－１ ～ ３－20－４ [略]

３－20－５ 仮設土留，仮締切工 ３－20－５ 仮設土留・仮締切工

第21節 ［略］ 第21節 ［略］

第２編 工事別編 第２編 工事別編

第１章 ～ 第２章 ［略］ 第１章 ～ 第２章 ［略］

第３章 舗装工事，道路改良工事 第３章 舗装工事・道路改良工事

第１節 ～ 第６節 ［略］ 第１節 ～ 第６節 ［略］

第７節 石，ブロック積（張）工 第７節 石・ブロック積（張）工

改正後 現行
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改正後 現行

第８節 ～ 第10節 ［略］ 第８節 ～ 第10節 ［略］

第11節 構造物撤去工 第11節 構造物撤去工

３－11－１ 取壊し工 ３－11－１ 構造物取壊し工

第12節 ～ 第14節 ［略］ 第12節 ～ 第14節 ［略］

第４章 水路トンネル工事 第４章 水路トンネル工事

第１節 ～ 第３節 ［略］ 第１節 ～ 第３節 ［略］

第４節 構造物撤去工 第４節 構造物撤去工

４－４－１ 取壊し工 ４－４－１ 構造物取壊し工

第５節 ～ 第８節 ［略］ 第５節 ～ 第８節 ［略］

第５章 水路工事 第５章 水路工事

第１節 ～ 第３節 ［略］ 第１節 ～ 第３節 ［略］

第４節 構造物撤去工 第４節 構造物撤去工

５－４－１ 取壊し工 ５－４－１ 構造物取壊し工

第５節 ～ 第15節 ［略］ 第５節 ～ 第15節 ［略］

第６章 排水路工事，河川工事 第６章 排水路工事・河川工事

第１節 ～ 第３節 ［略］ 第１節 ～ 第３節 ［略］

第４節 構造物撤去工 第４節 構造物撤去工

６－４－１ 一般事項 ［新設］

６－４－２ 取壊し工 ６－４－１ 構造物取壊し工

第５節 ～ 第15節 ［略］ 第５節 ～ 第15節 ［略］

第７章 管水路工事 第７章 管水路工事

第１節 ～ 第３節 ［略］ 第１節 ～ 第３節 ［略］

第４節 構造物撤去工 第４節 構造物撤去工

７－４－１ 取壊し工 ７－４－１ 構造物取壊し工

第５節 ～ 第18節 ［略］ 第５節 ～ 第18節 ［略］

第８章 畑かん施設工事 第８章 畑かん施設工事

第１節 ～ 第３節 ［略］ 第１節 ～ 第３節 ［略］

第４節 構造物撤去工 第４節 構造物撤去工

８－４－１ 取壊し工 ８－４－１ 構造物取壊し工

第５節 ～ 第12節 ［略］ 第５節 ～ 第12節 ［略］

第10章 フィルダム工事 第10章 フィルダム工事

第１節 ～ 第３節 ［略］ 第１節 ～ 第３節 ［略］

第４節 基礎掘削工 第４節 基礎掘削工

10－４－１ 堤体頂部及び堤体部掘削 10－４－１ 堤体頂部掘削

［削る］ 10－４－２ 堤体部掘削

第５節 ～ 第10節 ［略］ 第５節 ～ 第10節 ［略］

第11節 グラウチング工 第11節 グラウチング工

10－11－１～２ ［略］ 10－11－１～２ ［略］

10－11－３ カーテングラウチング工及び補助カーテングラウチング工 10－11－３ カーテン・補助カーテングラウチング工

第12節 ～ 第14節 ［略］ 第12節 ～ 第14節 ［略］

第11章 コンクリートダム工事 第11章 コンクリートダム工事

第１節 ～ 第３節 ［略］ 第１節 ～ 第３節 ［略］

第４節 基礎掘削工 第４節 基礎掘削工

11－４－１ 堤体頂部及び堤体部掘削 11－４－１ 堤体頂部掘削

［削る］ 11－４－２ 堤体部掘削
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改正後 現行

第５節 ～ 第６節 ［略］ 第５節 ～ 第６節 ［略］

第７節 グラウチング工 第７節 グラウチング工

11－７－１～２ ［略］ 11－７－１～２ ［略］

11－７－３ カーテングラウチング工及び補助カーテングラウチング工 11－７－３ カーテン・補助カーテングラウチング工

第８節 ［略］ 第８節 ［略］

第12章 ～ 第18章 ［略］ 第12章 ～ 第18章 ［略］

第20章 推進工事 第20章 推進工事

第１節 ～ 第４節 ［略］ 第１節 ～ 第４節 ［略］

第５節 仮設工 第５節 仮設工

20－５－１ 通信及び換気設備工 20－５－１ 通信・換気設備工
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改正後 現行

第１編 共通編 第１編 共通編

第１章 総則 第１章 総則

第５節 総則 第５節 総則

１－１－１ 適用 １－１－１ 適用

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

１－１－２ 用語の定義 １－１－２ 用語の定義

（１）～（25） ［略］ （１）～（25） ［略］

（26） （26）

（27） ［新設］

（28） ［新設］

（29） （27）

（30）～（38） ［略］ （28）～（36） ［略］

１－１－３ 設計図書の精査等 １－１－３ 設計図書の精査等

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

１－１－４ ［略］ １－１－４ ［略］

１－１－５ 施工計画書 １－１－５ 施工計画書

１　［略］ １．［略］

２　. ２．

１－１－６ 低入札価格調査 ［新設］

１－１－７ コリンズへの登録 １－１－７ コリンズへの登録

１　. １．

２　［略］ ２．［略］

「連絡」とは，監督職員と受注者または現場代理人の間で，監督職員が受注者に対し，または受注者
が監督職員に対し，契約書第18 条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について，口頭，
ファクシミリ，電子メールなどの手段により互いに知らせることをいう。
　なお，後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。

「連絡」とは，監督職員と受注者または現場代理人の間で，監督職員が受注者に対し，または受注者
が監督職員に対し，契約書第18 条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について，口頭，
ファクシミリ，Ｅメールなどの手段により互いに知らせることをいう。
　なお，後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。

受注者は，受注時又は変更時において請負代金額が500万円以上の工事について，一般財団法人日本
建設情報総合センター（以下「ＪＡＣＩＣ」という。）が実施している工事実績情報システム（以下
「コリンズ」という。）の利用に関する規約に基づき，受注時・変更時・完成時及び訂正時に工事実
績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督職員にメールを送信し，監
督職員の確認を受けた上，コリンズ登録しなければならない。

受注者は，受注時又は変更時において請負代金額が500 万円以上の工事について，一般財団法人日
本建設情報総合センター（以下「ＪＡＣＩＣ」という。）が実施している工事実績情報システム（以
下「コリンズ」という。）の利用に関する規約に基づき，受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報
として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督職員にメールを送信し，監督職員
の確認を受けた上，コリンズ登録しなければならない。

受注者は，当該工事が「鹿児島県低入札価格調査実施要領」に基づく調査基準価格を下回る価格で
落札した場合の措置として「低入札価格調査制度」の調査対象工事となった場合は，鹿児島県低入札
価格調査実施要領に掲げる措置をとらなければならない。
（１）施工体制台帳の調査
　施工体制台帳の調査を契約担当者から求められた場合は，受注者はこれに応じなければならない。
（２）施工計画書の内容の調査

調査基準価格を下回る価格で落札した場合において，共通仕様書に基づく施工計画書の提出に際し
て，その内容の調査を契約担当者から求められたときは，受注者はこれに応じなければならない。

受注者は，施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合，変更に関する事項についてその都度当該
工事に着手する前に，変更施工計画書を提出しなければならない。

受注者は，施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合，そのつど当該工事に着手する前に変更に
関する事項について，変更施工計画書を提出しなければならない。

「電磁的記録」とは，電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方
式で作られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

「情報共有システム」とは，監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業
務効率化を実現するシステムのことをいう。

なお，本システムを用いて作成及び提出等を行った工事帳票については，別途紙に出力して提出し
ないものとする。

「書面」とは，工事打合せ簿等の工事帳票をいい，情報共有システムを用いて作成され，指示，承
諾，協議，提出，報告，通知が行われたものを有効とする。ただし，やむを得ず，情報共有システム
を用いない場合は，発行年月日を記載し，記名（署名または押印を含む）したものも有効とする。

「書面」とは，紙及び電磁的記録に記録された事項を表示したものをいう。
なお，書面は，原則として情報共有システム又は電子メールにより伝達するものとする。
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改正後 現行

３　［略］ ３．［略］

１－１－８ 監督職員 １－１－８ 監督職員

１　［略］ １．［略］

２　. ２．

１－１－９ ～ １－１－10 ［略］ １－１－９ ～ １－１－10 ［略］

１－１－11 工事用地等の使用 １－１－11 工事用地等の使用

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

１－１－12 ～ １－１－13 ［略］ １－１－12 ～ １－１－13 ［略］

１－１－14 施工体制台帳及び施工体系図 １－１－14 施工体制台帳及び施工体系図

１　施工体制台帳 １．施工体制台帳

２　施工体系図 ２．施工体系図

１－１－15 施工体制台帳及び施工体系図の取扱い ［新設］

１　施工体制台帳の作成等について

２　施工体系図の作成等について

１－１－16 受注者相互の協力 ［略］ １－１－15 受注者相互の協力 ［略］

１－１－17 調査，試験に対する協力 １－１－16 調査・試験に対する協力

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

１－１－18 工事の一時中止 １－１－17 工事の一時中止

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

１－１－19 設計図書の変更 ［略］ １－１－18 設計図書の変更 ［略］

第１項の受注者は，国土交通省令及び「施工体制台帳及び施工体系図等の取扱いについて」（令和
３年３月10日土木部長通知）に従って，各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成
し，公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って，工事関係者が見やすい場所及び
公衆が見やすい場所に掲げるとともにその写しを監督職員に提出しなければならない。

第１項の受注者は，国土交通省令及び「施工体制台帳及び施工体系図等の取扱いについて」（平成
31年４月12日土木部長通知）に従って，各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成
し，公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って，工事関係者が見やすい場所及び
公衆が見やすい場所に掲げるとともにその写しを監督職員に提出しなければならない。

本工事の受注者は，建設工事の一部を下請に付する場合は，施工体制台帳及び添付書類を作成し，
工事現場に備え置くとともに，その写しを監督職員に遅滞なく（遅くとも下請工事の着手前までに）
提出すること。

また，施工体制台帳の記載事項又は添付書類に変更があったときは，その都度，当該変更があった
年月日を付記して，変更に関する事項について，作成し提出すること。

本工事の受注者は，工事を施工するために，建設工事の一部または以下の（１）から（４）の業務
を下請に付する場合は，施工体系図を作成し，工事の期間中，工事現場の工事関係者が見やすい場所
及び公衆の見やすい場所に掲示するとともに，その写しを監督職員に遅滞なく（遅くとも下請工事ま
たは業務の着手前までに）提出すること。

また，施工体系図の記載事項に変更があったときは，その都度，変更に関する事項について，作成
し提出すること。
　（１）伐採及び測量･調査等の工事現場で作業を行う業務
　（２）土砂やコンクリート殻等の運搬のみを行う業務
　（３）工事現場の警備（交通誘導を含む）を行う業務
　（４）その他監督職員が記載を指示した業務等

受注者は，工事を施工するために下請契約を締結した場合，国土交通省令及び「施工体制台帳及び
施工体系図等の取扱いについて」（令和３年３月10日土木部長通知）に従って記載した施工体制台帳
を作成し，工事現場に備えるとともに，その写しを監督職員に提出しなければならない。
　なお，施工体制台帳は，原則として電子データで作成・提出するものとする。

受注者は，工事を施工するために下請契約を締結した場合，国土交通省令及び「施工体制台帳及び
施工体系図等の取扱いについて」（平成31年４月12日土木部長通知）に従って記載した施工体制台帳
を作成し，工事現場に備えるとともに，その写しを監督職員に提出しなければならない。

監督職員がその権限を行使するときは，書面により行うものとする。なお，監督職員と受注者が指
示内容等を確認し押印するものとする。ただし，緊急を要する場合，その他の理由により監督職員
が，受注者に対し口頭による指示等を行った場合，受注者は，その指示等に従うものとし，後日書面
により監督職員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。

監督職員がその権限を行使するときは，書面により行うものとし，監督職員と受注者が指示内容等
を確認するものとする。ただし，緊急を要する場合，その他の理由により監督職員が，受注者に対し
口頭による指示等を行った場合，受注者は，その指示等に従うものとし，後日書面により監督職員と
受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

１－１－20 工期変更 １－１－19 工期変更

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　. ３．

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

１－１－21 支給材料及び貸与品 １－１－20 支給材料及び貸与品

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

１－１－22 工事現場発生材 ［略］ １－１－21 工事現場発生材 ［略］

１－１－23 建設副産物 １－１－22 建設副産物

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　. ４．

５　. ５．

６　. ６．

７　［略］ ７．［略］

１－１－24 特定建設資材の分別解体，再資源化等の適正な措置 １－１－23 特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の適正な措置

１　. １．

２　. ２．

１－１－25 工事材料の品質 １－１－24 工事材料の品質

受注者は，契約書第18 条第５項に基づき工事内容の変更又は設計図書の訂正が行われた場合，事前
協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について，必要とする変更日数の算出根
拠，変更工程表その他必要な資料を添付のうえ，契約書第23条第２項に定める協議開始の日までに工
期変更に関して監督職員と協議しなければならない。

受注者は，契約書第18条第５項に基づき工事内容の変更又は設計図書の訂正が行われた場合，事前
協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について，必要とする変更日数の算出根
拠，変更工程表その他必要な資料を添付のうえ，契約書第24条第２項に定める協議開始の日までに工
期変更に関して監督職員と協議しなければならない。

受注者は，建設副産物適正処理推進要綱（平成５年２月１日付け農林水産大臣官房地方課長通知，
最終改正平成14年６月18日），建設工事の発注における再生資源の利用の促進について（平成３年12
月６日付け農林水産大臣官房地方課長通知），建設汚泥の再生利用に関するガイドライン（国土交通
事務次官通達，平成18年６月12日）を遵守して，建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図ら
なければならない。

また，受注者は，工事間の利用の促進に努めるため建設副産物情報交換システムを活用するものと
し，施工計画作成時，工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合は，速やかに建設副産物情報交換
システムにデータの入力を行うものとする。
　なお，これにより難い場合は，監督職員と協議するものとする。

受注者は，建設副産物適正処理推進要綱（平成５年２月１日付け農林水産大臣官房地方課長通知，
最終改正平成14年６月18日），建設工事の発注における再生資源の利用の促進について（平成３年12
月６日付け農林水産大臣官房地方課長通知），建設汚泥の再生利用に関するガイドライン（国土交通
事務次官通達，平成18年６月12日）を遵守して，建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図ら
なければならない。

受注者は，建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という。）
に基づき，特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講じなければなら
ない。

受注者は，建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という。）
に基づき，特定建設資材の分別解体，再資源化等の実施について適正な措置を講じなければならな
い。

受注者は，特定建設資材の分別解体等及び再資源化が完了した場合，建設リサイクル法第18 条第１
項の規定に基づき，次の事項等を書面に記載し，監督職員に報告しなければならない。

なお，この書面は，本章１－１－22建設副産物６に記載する工事完了後に提出しなければならない
再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の実施状況記録を兼ねるものとする。
（１）再資源化等が完了した年月日
（２）再資源化等をした施設の名称及び所在地
（３）再資源化等に要した費用

受注者は，特定建設資材の分別解体等及び再資源化が完了した場合，建設リサイクル法第18 条第１
項の規定に基づき，次の事項等を書面に記載し，監督職員に報告しなければならない。

なお，この書面は，本章１－１－23建設副産物６に記載する工事完了後に提出しなければならない
再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の実施状況記録を兼ねるものとする。
（１）再資源化等が完了した年月日
（２）再資源化等をした施設の名称及び所在地
（３）再資源化等に要した費用

受注者は，コンクリート，コンクリート及び鉄から成る建設資材，木材，アスファルト混合物等を
工事現場に搬入する場合には，法令に基づき，再生資源利用計画を作成し，施工計画書に含め監督職
員に写しを提出しなければならない。

また，受注者は，法令等に基づき，再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなけ
ればならない。

受注者は，コンクリート，コンクリート及び鉄から成る建設資材，木材，アスファルト混合物等を
工事現場に搬入する場合には，法令に基づき，再生資源利用計画を作成し，施工計画書に含め監督職
員に提出しなければならない。

受注者は，建設発生土，コンクリート塊，アスファルト・コンクリート塊，建設発生木材，建設汚
泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には，法令に基づき，再生資源利用促進計画
を作成し，施工計画書に含め監督職員に写しを提出しなければならない。

また，受注者は，法令等に基づき，再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げ
なければならない。

受注者は，建設発生土，コンクリート塊，アスファルト・コンクリート塊，建設発生木材，建設汚
泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には，法令に基づき，再生資源利用促進計画
を作成し，施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

１－１－26 監督職員による検査，立会等 １－１－25 監督職員による検査及び立会等

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　. ６．

７　［略］ ７．［略］

１－１－27 数量の算出及び完成図 １－１－26 数量の算出及び完成図

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

１－１－27 工事完成図 １－１－27 工事完成図

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

１－１－29 工事完成検査 １－１－28 工事完成検査

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　. ５．

１－１－30 既済部分検査 １－１－29 既済部分検査

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　. ３．

４　. ４．

１－１－31 施工管理 １－１－30 施工管理

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

１－１－32 部分使用 ［略］ １－１－31 部分使用 ［略］

１－１－33 履行報告 ［略］ １－１－32 履行報告 ［略］

１－１－34 使用人等の管理 １－１－33 使用人等の管理

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

１－１－35 工事中の安全管理 １－１－34 工事中の安全管理

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

受注者は，契約書第９条第２項第３号，第13条第２項又は第14条第１項若しくは同条第２項の規定
に基づき，監督職員の立会を受け，材料検査に合格した場合にあっても，契約書第17条及び第32条に
規定する義務を免れないものとする。

受注者は，契約書第９条第２項第３号，第13条第２項又は第14条第１項若しくは同条第２項の規定
に基づき，監督職員の立会を受け，材料検査に合格した場合にあっても，契約書第17条及び第31条に
規定する義務を免れないものとする。

受注者は，製作工場における完成検査に当たり，本章１－１－26監督職員による検査，立会等の３
に準じなければならない。

受注者は，製作工場における完成検査に当たり，本章１－１－25監督職員による検査及び立会等の
３に準じなければならない。

受注者は，検査職員の指示による修補について，本章１－１－27工事完成検査４の規定に従うもの
とする。

受注者は，製作工場における検査に当たり，本章１－１－25監督職員による検査及び立会等の３に
準じなければならない。

受注者は，検査職員の指示による修補について，本章１－１－28工事完成検査４の規定に従うもの
とする。

受注者は，製作工場における検査に当たり，本章１－１－26監督職員による検査，立会等の３に準
じなければならない。



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

９　. ９．

10　安全対策 10．安全対策

（１） （１）

（２） （２）

（３） （３）

11　［略］ 11．［略］

12　［略］ 12．［略］

13　［略］ 13．［略］

14　［略］ 14．［略］

15　［略］ 15．［略］

16　［略］ 16．［略］

17　［略］ 17．［略］

18　［略］ 18．［略］

19　［略］ 19．［略］

１－１－36 爆発及び火災の防止 １－１－35 爆発及び火災の防止

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

１－１－37 後片付け ［略］ １－１－36 後片付け ［略］

１－１－38 電子納品 １－１－37 電子納品

１　. １．

２　. ２．

［削る］ ３．

１－１－39 事故報告書 ［略］ １－１－38 事故報告書 ［略］

１－１－40 環境対策 １－１－39 環境対策

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

１－１－41 文化財の保護 １－１－40 文化財の保護

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

受注者は，公衆の見やすいところに工事名，工期，事業主体名，工事受注者名，連絡先，電話番号
及び現場責任者名を標示する標示板を設置しなければならない。

受注者は，公衆の見やすいところに工事名，工期，事業主体名，工事受注者名，連絡先，電話番号
及び現場責任者名を記入した工事標識を設置しなければならない。

受注者は，土地改良事業等における工事の安全対策について（平成４年５月27日付け４構改Ｄ第308
号農林水産省構造改善局長通知）に基づき，工事着手後，原則として作業員全員の参加により月当た
り半日以上の時間を割当て，次の項目から実施内容を選択し，工事の内容に応じた安全・訓練等を実
施しなければならない。
　ア　安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
　イ　工事内容の周知徹底
　ウ　土木工事等施工技術安全指針等の周知徹底
　エ　工事における災害訓練
　オ　工事現場で予想される事故対策
　カ　その他，安全，訓練として必要な事項

受注者は，土地改良事業における工事の安全対策について（平成４年５月27日付け４構改Ｄ第308号
農林水産省構造改善局長通知）に基づいて，工事着手後，原則として作業員全員の参加により月当た
り半日以上の時間を割当てて，次の項目から実施内容を選択し，工事の内容に応じた安全，訓練等を
実施しなければならない。
　１）安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
　２）工事内容の周知徹底
　３）土木工事等施工技術安全指針等の周知徹底
　４）工事における災害訓練
　５）工事現場で予想される事故対策
　６）その他，安全，訓練として必要な事項

施工に先立ち作成する施工計画書には，工事の内容に応じた安全，訓練等の具体的な計画について
記載しなければならない。

施工に先立ち作成する施工計画書には，工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画について
記載しなければならない。

　安全・訓練等の実施状況は，写真，ビデオ又は実施状況報告書等により提示するものとする。 　安全，訓練等の実施状況は，写真，ビデオ又は実施状況報告書等により提示するものとする。

本工事は，電子納品対象工事とする。電子納品とは，「調査，設計，工事などの各業務段階の最終
成果を電子成果品として納品すること」をいう。

ここでいう電子成果品とは，「鹿児島県電子納品ガイドライン（案）」（以下，「ガイドライン」
という）に定める基準に基づいて作成した電子データを指す。
　ガイドラインは鹿児島県ホームページから最新版を取得し使用すること。

本工事（業務）は，電子納品対象工事（業務）とする。電子納品とは，「調査，設計，工事などの
各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。

ここでいう電子成果品とは，「鹿児島県電子納品ガイドライン（案）」（以下，「ガイドライン」
という）に定める基準に基づいて作成した電子データを指す。

ガイドラインに基づいて作成した電子成果品は，電子媒体で成果品を提出する場合，正本１部，副
本１部の計２部提出する。また，情報共有システムを用いた電子納品を行う場合は正本1部とする。
　電子納品レベル，納品方法及び電子化の範囲については，事前協議を行い決定する。

ガイドラインに基づいて作成した電子成果品は電子媒体（CD-R等）で正本１部，副本１部の計２部
提出する。電子化しない成果品については従来どおりの取り扱いとする。電子納品レベル及び成果品
の電子化の範囲については，事前協議を行い決定するものとする。

電子成果品を提出する際は，鹿児島県の公開する電子納品チェックソフトによるチェックを行い，
エラーが無いことを確認した後，ウイルス対策を実施した上で提出すること。



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

１－１－42 交通安全管理 １－１－41 交通安全管理

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

９　［略］ ９．［略］

10　［略］ 10．［略］

11　. 11． 受注者は，交通誘導警備員を配置する場合は，交通誘導警備業務に係る１級検定合格警備員
又は２級検定合格警備員，または，交通誘導に関して専門的な知識及び技能を有する警備員等
を配置すること。

但し，鹿児島県公安委員会が，道路における危険を防止するため，交通誘導警備業務検定合
格警備員の配置が必要と定めた路線及び自動車専用道路において，交通誘導警備業務に従事す
る場合，１級検定合格警備員又は２級検定合格警備員を１名以上配置すること。

なお，同一規制箇所では，交通誘導警備業務に従事する者全員を同一警備会社の警備員とす
ること。
　また，請負者は，上記のことを示す資料を監督職員に現地着手前に提出すること。

１－１－43 諸法令，諸法規の遵守 １－１－42 諸法令，諸法規の遵守

（１）会計法　　　　　　（昭和22年法律第  35号） （１）地方自治法　　　　（昭和22年法律第  67号）

（２）～（71） ［略］ （２）～（71） ［略］

１－１－44 官公庁への手続等 １－１－43 官公庁への手続き等

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

１－１－45 施工時期及び施工時間の変更 １－１－44 施工時期及び施工時間の変更

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

１－１－46 工事測量 １－１－45 工事測量

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

１－１－47 提出書類 １－１－46 提出書類

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

１－１－48 工事特性等への対応状況の報告 １－１－47 工事特性等への対応状況の報告

本工事で配置する交通誘導警備員は，交通誘導警備業務に係る１級，２級検定合格警備員，また
は，交通誘導に関して専門的な知識及び技能を有する警備員等を配置すること。

ただし，鹿児島県公安委員会が，道路における危険を防止するため，交通誘導警備業務検定合格警
備員の配置が必要と定めた路線及び自動車専用道路において，交通誘導警備業務に従事する場合，規
制箇所ごとに１級検定合格警備員又は２級検定合格警備員を１名以上配置すること。

なお，同一規制箇所では，交通誘導警備業務に従事する者全員を同一警備会社の警備員とするこ
と。
　また，受注者は，上記のことを示す資料を監督職員に現地着手前に提出すること。

資   格 資  格  要  件 

交通誘導警備業務に係る 

 1級検定合格警備員 

 2級検定合格警備員 

改正警備業法（H17.11.21 施行）における検定合格者 

交通誘導に関し専門的な知識

及び技術を有する警備員等 

・警備業法における基本教育及び業務別教育(警備業法

第二条第一項第二号の警備業務)を現に受けている者 

 

資   格 資  格  要  件 

交通誘導警備業務に係る 

 1級検定合格警備員 

 2級検定合格警備員 

改正警備業法（H17.11.21 施行）における検定合格者 

交通誘導に関し専門的な知識

及び技術を有する警備員等 

・警備業法における指定講習を受講した者 

・警備業法における基本教育及び業務別教育(警備業法

第二条第一項第二号の警備業務)を現に受けている者 

 



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

１－１－49 不可抗力による損害 １－１－48 不可抗力による損害

１　［略］ １．［略］

（１）［略］ （１） ［略］

ア ［略］ １） ［略］

イ ［略］ ２） ［略］

（２）～（３） ［略］ （２）～（３） ［略］

２　［略］ ２．［略］

１－１－50 特許権等 １－１－49 特許権等

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

１－１－51 保険の付保及び事故の補償 １－１－50 保険の付保及び事故の補償

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

１－１－52 法定外の労災保険の付保 ［新設］

１－１－53 臨機の処置 １－１－51 臨機の処置

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

１－１－54 産業廃棄物税 ［略］ １－１－52 産業廃棄物税 ［略］

１－１－55 暴力団関係者による不当介入を受けた場合の措置 ［略］ １－１－53 暴力団関係者による不当介入を受けた場合の措置 ［略］

１－１－56 配置技術者等の途中交代 １－１－54 監理技術者等の途中交代

１　. １．

（１） ［略］ ① ［略］

（２） ②

（３） ③

２　［略］ ３．［略］

１－１－57 監理技術者等の専任を要しない期間 １－１－55 監理技術者等の専任を要しない期間

１　. １．

２　［略］ ２．［略］

１－１－58 現場代理人の常駐に関する取扱い １－１－56 現場代理人の工事現場への常駐（専任）を要しない期間

１　現場代理人の工事現場への常駐を要しない場合 １．現場代理人の工事現場への常駐を要しない場合

（１） （１）

（２） ［略］ （２） ［略］

現場代理人は現場に常駐し，その運営，取締りを行うこととされているが，以下のいずれかの要件
を満たす場合に，工事請負契約書第10条第3項の「工事現場における運営，取締り及び権限の行使に支
障がない」ものとして取り扱うこととする。

ただし，いずれの場合にも連絡が常にとれる体制を確保する必要や，現場保全の義務（現場の巡回
等）があるため，現場代理人を設置しておくことは必要である。

　現場代理人の工事現場への常駐（専任）を要しない期間は次のとおりとする。
ただし，いずれの場合にも連絡が常にとれる体制を確保する必要や，現場保全の義務（現場の巡回

等）があるため，現場代理人を設置しておくことは必要である。

　契約締結後，現場事務所の設置，資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。 　契約締結後，現場事務所の設置，資機材の搬入又は架設工事等が開始されるまでの期間。

　本工事において，受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
また，保険契約を締結したときは，契約書第58条に基づき直ちに監督職員に提示しなければならな

い。
　なお，監督職員から請求があった場合は，その証券等の写しを提出するものとする。

請負契約の締結後，現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置，資機材の搬入又は仮設工
事等が開始されるまでの期間）については，打合せ記録簿により明確となっていることを条件に，主
任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

請負契約の締結後，現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置，資機材の搬入又は仮設工
事等が開始されるまでの期間）については，打合せ記録簿により明確となっていることを条件に，主
任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

なお，現場施工に着手する日については，請負契約の締結後，監督職員との打合せにおいて定める
こと。

配置技術者の途中交代が認められる場合としては，主任技術者又は監理技術者の死亡，傷病，出
産，育児，介護または退職等，真にやむを得ない場合のほか，下記に該当する場合である。

配置技術者の途中交代が認められる場合としては，主任技術者又は監理技術者の死亡，傷病，また
は退職等，真にやむを得ないほか，下記に該当する場合である。

橋梁，ポンプ，ゲート等の工場製作を含む工事であって，工場から現場へ工事の現場が移行する場
合

　ダム，トンネル等の大規模な工事で一つの契約工期が多年におよぶ場合

橋梁，ポンプ，ゲート，エレベーター，発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事であっ
て，工場から現場へ工事の現場が移行する時点

　一つの契約工期が多年におよぶ場合



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

（３） （３）

（４） ［略］ （４） ［略］

２　発注者への報告 ２．発注者への報告

１－１－59 現場代理人の兼任 ［新設］

１　現場代理人の兼任を認める工事

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

２　手続き

３　受注者に対する措置請求

１－１－60 品質証明 ［略］ １－１－57 品質証明 ［略］

１－１－61 下請工事における管内（県内）建設業者の優先活用 １－１－58 管内（県内）建設業者の優先活用

１　. １．

２　. ２．

３　. ３．

１－１－62 県産資材の優先使用 １－１－59 県産資材の優先使用

１　［略］ １．［略］

２　. ２．

３　［略］ ３．［略］

４　. ４．

１－１－63 鉄道等高圧線に近接した測量作業等の感電事故防止対策 ［略］ １－１－60 鉄道等高圧線に近接した測量作業等の感電事故防止対策 ［略］

１－１－64 手すり先行型足場 ［略］ １－１－61 手すり先行型足場 ［略］

　発注者又は監督員が求めた場合には，工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと。

兼任する現場代理人は，必ず担当する工事現場のいずれかに常駐するとともに，それぞれの現場稼
働日は重複しないこと。

受注者は，工事完成時及び監督職員から指示された場合，「建設資材使用実績報告書」を監督職員
に提出すること。

請負業者は，工事完成時及び監督職員から指示された場合，「建設資材使用実績報告書」を監督職
員に提出すること。

現場代理人の兼任を行う場合には，兼任（変更）申請書（別紙1）を提出し，発注者の承認を得たの
ち，必要に応じ，「現場代理人等選任（変更）通知書」により，発注者に通知すること。
　なお，各々の工事において，発注者に現場代理人の兼任の承認を得ること。

安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合，建設工事請負契約書第12条
に基づき，受注者に対して，必要な措置をとるべきことを請求するものとする。

兼任する現場代理人は，必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに，1日1回以上，担当工事
現場を巡回し，現場管理等に当たること。

受注者は，前項で定めた建設業者を活用しない場合は，施工計画書等の提出と併せて「下請工事に
おける管内建設業者等不活用状況報告書」を監督職員に提出すること。

請負業者は，前項で定めた建設業者を活用しない場合は，施工計画書等の提出と併せて「下請工事
における管内建設業者等不活用状況報告書」を監督職員に提出すること。

受注者は，工事完成時及び監督職員から指示された場合，「下請業者使用実績報告書」を監督職員
に提出すること。

請負業者は，工事完成時及び監督職員から指示された場合，「下請業者使用実績報告書」を監督職
員に提出すること。

受注者は，「材料使用承認願」において，全ての資材について県産資材使用の有無を記載するとと
もに，以下に記載する「指定主要資材」の中で県産資材等を使用しない場合は，「県産資材等不使用
状況報告書」を監督職員に提出し，承認を得なければならない。

請負業者は，「材料使用承認願」において，全ての資材について県産資材使用の有無を記載すると
ともに，以下に記載する「指定主要資材」の中で県産資材等を使用しない場合は，「県産資材等不使
用状況報告書」を監督職員に提出し，承認を得なければならない。

橋梁，ポンプ，ゲート，エレベータ等の工場製作を含む工事であって，工場製作のみが行われてい
る期間。また，同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが
可能である場合は，同一の現場代理人が，これらの製作を一括して運営，取り締りを行うことができ
るものとする。

橋梁，ポンプ，ゲート，エレベータ等の工場製作を含む工事であって，工場製作のみが行われてい
る期間。また，同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが
可能である場合は，同一の現場代理人が，これらの製作を一括して運営，取り締りを行うことができ
る。

１の要件を満たす場合は，現場代理人の工場現場における常駐は不要とし，他の工事と兼務するこ
とを可能とするが，「工事打合簿」等により，工事現場において作業等が行われていない期間を明確
にしておくこと。

１の要件を満たす場合は，現場代理人の工場現場における常駐は不要とし，他の工事と兼務するこ
とを可能とするが，「工事打合簿」等により，工事現場において作業等が行われていない期間を明確
にしておく。

受注者は，工事の一部を下請に付する場合は，施工地を管轄する振興局，支庁の管内に主たる営業
所を有する者を使用するよう努めることとする。

請負業者は，工事の一部を下請に付する場合は，当該振興局管内（施工地を管轄する振興局，支庁
単位）に主たる営業所を有する者を使用するよう努めることとする。

現場代理人は，請負契約の的確な履行を確保するため，工事現場の運営，取締りのほか，工事の施
工及び契約関係事務に関する一切の事項（請負代金の変更，契約の解除等を除く。）を処理する受注
者の代理人であるが，次の（１）から（５）のすべてを満たし，工事現場における運営，取締り及び
権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合，工事現場の兼任を認めるものとする。

なお，主たる工種が区画線工事の場合，次の（１），（２）及び（６）の全てを満たし，工事現場
における運営，取り締まり及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合は工事現場の兼任を認
めるものとする。

兼任できる工事は3件までとし，それぞれの工事の当初請負金額の合計が7,000万円未満であるこ
と。
　※　設計変更により，兼任する工事の請負金額の合計が7,000万円以上となった場合においては，
　　受注者の都合により現場代理人を変更できるものとする。（現場代理人の負担軽減措置）
　　　その場合は，「現場代理人等選任(変更)通知書」により現場代理人の変更手続きを行うこと。

　発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること。

　兼任する工事は，同一市町村内又は工事現場の相互の間隔が概ね10km以内の範囲。



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

１－１－65 「週休２日」試行工事 ［新設］

１－１－66 熱中症対策 ［略］ １－１－62 熱中症対策 ［略］

１－１－67 熱中症対策に資する現場管理費の補正 ［新設］

１

２

１－１－68 建設現場における「快適トイレ」設置 ［新設］

１－１－69 共通仮設費率分の適切な設計変更 ［新設］

１

２

３

４

５

６

７

８

１－１－70 現場環境改善費 ［新設］

１

２

３

４

以下に示す内容において，受注者は，具体的な実施内容，実施期間を施工計画書に含めて監督職員
に提出するものとする。

受注者は，工事完成時に現場環境改善費の実施状況が分かる写真を監督職員に提出するものとす
る。

現場環境改善費の積算方法については，「工事における現場環境改善費の積算要領」に基づき行
い，鹿児島県ホームページから取得できる。

発注者は，受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合，法的措置，指名停止等の措置を
行う場合がある。

　疑義が生じた場合は，受発注者間で協議するものとする。

現場環境改善費の内容は，以下のとおりとし，原則として計上項目のそれぞれから１内容以上を選
択し合計５つの内容を実施することとする。ただし，地域の状況・工事内容により組合せ，実施項目
数及び実施内容を変更しても良い。詳細については，監督職員と協議実施する。なお，内容に変更が
生じた場合は，監督職員と協議するものとする。

受注者は，最終精算変更時点において，発注者が別に示す実績変更対象経費に関する内訳書（以下
「内訳書」という。）を作成するとともに，内訳書に記載した計上額が証明できる書類（領収書，又
は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し，設計変更の内容について協議
するものとする。

受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては，設計変更の対象としな
い。

発注者は，実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合，「土地改良事業等請負工事
共通仮設費算定基準に基づき算出した額」から「内訳書に記載された共通仮設費（率分）の合計額」
を差し引いた後，「４の証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計
変更の対象とする。

本工事は，「共通仮設費（率分）のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費（以下「実績変更対
象経費」という。）について，工事実施にあたって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合は，実績
変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
　　運搬費：建設機械の運搬費
　　準備費：伐開・除根・除草費

発注者は，契約締結後，共通仮設費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を
提示する。

受注者は，上記２により発注者から示された割合を参考にして，実績変更対象経費に係る費用の内
訳について設計変更の協議ができるものとする。

試行に当たっては，「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について（令和３年６月１日付
け農地保全課長通知）」に基づき行うものとする。

「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について（令和３年６月１日付け農地保全課長通
知）」については，鹿児島県ホームページから取得できる。

試行に当たっては，農業農村整備事業における『「週休２日」試行工事実施要領』に基づき行うも
のとする。
　実施要領は，鹿児島県ホームページから取得できる。

　受注者は積極的に快適トイレの試行に取り組むこと。
快適トイレを設置する場合は，『鹿児島県の建設現場における「快適トイレ」設置の試行要領』に

基づき行うものとする。
　なお，試行要領は鹿児島県ホームページから取得できる。



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

１－１－71 ダンプトラック等における過積載等の防止 ［略］ １－１－63 ダンプトラック等における過積載等の防止 ［略］

１－１－72 ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策 １－１－64 ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策

１－１－73 鳥インフルエンザ感染防止対策 １－１－65 鳥インフルエンザ感染防止対策

１　. １．

（１） （１）

ア ①

移動制限区域外から区域内へ資材搬入等の場合 移動制限区域外から区域内へ資材搬入等の場合

鹿児島県内において「高病原性鳥インフルエンザ」が発生した場合，まん延防止のため，移動制限
区域外から区域内へ資材搬入を行う工事においては，移動制限区域が解除されるまでの期間は，以下
の感染防止対策を実施すること。
　なお，下記ア及びイは，監督職員から指示があった場合に実施するものとする。

鹿児島県内において「高病原性鳥インフルエンザ」が発生した場合，まん延防止のため，移動制限
区域外から区域内へ資材搬入を行う工事においては，移動制限区域が解除されるまでの期間は，以下
の感染防止対策を実施すること。

　工事関係車輌が移動制限区域を通過する場合は，消毒ポイントにおいて必ず消毒を受けること。　工事関係車輌が移動制限区域を通過する場合は，消毒ポイントにおいて必ず消毒を受けること。

ヤンバルトサカヤスデのまん延を防止するため，当該現場での土壌や植物等の搬出入に当たって
は，別表「ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策について」を参考に十分注意を払うとともに，ヤ
ンバルトサカヤスデの棲息が確認された場合は，まん延防止対策を講ずる必要があるため，棲息状況
等の調査を行い，監督職員に報告すること。

ヤンバルトサカヤスデのまん延を防止するため，ヤスデ発生地区(奄美地区を除く）で土や樹木等の
移動（搬出入）が必要な工事の実施については，下記「ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策につ
いて」を参考に十分注意を払うとともに，ヤンバルトサカヤスデの棲息が確認された場合は，まん延
防止対策を講ずる必要があるため，棲息状況等の調査を行い，監督職員に報告すること。

計上項目 実施する内容（率計上分） 

仮設備関係 ① 用水・電力等の供給設備  

② 緑化・花壇  

③ ライトアップ施設  

④ 見学路及び椅子の設置  

⑤ 昇降設備の充実  

⑥ 環境負荷の低減 

営繕関係 ① 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）  

② 労働宿舎の快適化  

③ デザインボックス（交通誘導員待機室）  

④ 現場休憩所の快適化  

⑤ 健康関連設備及び厚生施設の充実等 

安全関係 ① 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）  

② 盗難防止対策（警報器等）  

③ 避暑（熱中症予防）・防寒対策 

地域連携 ① 地域対策費（農家との調整，地域行事等の経費を含む）  

② 完成予想図  

③ 工法説明図  

④ 工事工程表  

⑤ デザイン工事看板（各工事PR看板含む）  

⑥ 見学会等の開催（イベント等の実施含む）  

⑦ 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営  

⑧ パンフレット・工法説明ビデオ  

⑨ 社会貢献 

 

 

ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策について 
 

１ 土・樹木等の措置 

（１）発生地区からの搬出を極力抑えることを原則とする。 

（２）廃棄樹木等については，焼却処理する。 

２ 工事区域周辺部の措置 

周辺部への拡散を防止するため，周辺部に薬剤散布等の措置を行う。 

３ やむを得ず，土・樹木等を発生地区から搬出する場合の措置 

（１）薬剤処理・薫蒸処理後，搬出する。 

（２）薬剤処理の困難な農作物等の搬出の場合は，付着土壌の除去，目視除去後，搬出

する。 

４ 発生地区に搬入した建設機材や農・林業工作機械の措置 

付着土壌の除去並びに薬剤処理後，搬出する。 

５ 未発生地区での措置 

発生地区からの土・樹木等の搬入や農・林業工作機械の移動等があった場合は，上

記３，４の措置が講じられているかを確認する。 

なお，これまでに発生が確認されたことのある市町村については，鹿児島県のホー

ムページで確認し，詳細は，各市町村に確認することとする。 

 

 

ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策について 
 

１．土・樹木等の措置 

（１）発生地区からの搬出を極力抑えることを原則とする。 

（２）廃棄樹木等については，焼却処理する。 

２．やむを得ず，土・樹木等を発生地区から搬出する場合の措置 

（１）薬剤処理・薫蒸処理後，搬出する。 

（２）薬剤処理の困難な農作物等の搬出の場合は，付着土壌の除去，目視除去後，搬出

する。 

３．発生地区に搬入した建設機材や農・林業工作機械の措置 

付着土壌の除去並びに薬剤処理後，搬出する。 

４．未発生地区での措置 

発生地区からの土・樹木等の搬入や農・林業工作機械の移動等があった場合は，上

記１～３の措置が講じられているかを確認する。 

なお，これまでに発生が確認されたことのある市町村については，鹿児島県のホー

ムページで確認し，詳細は，各市町村に確認することとする。 

 



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

イ ②

ウ ③

エ ④

（２） ［略］ （２） ［略］

２　. ２．

（１） （１）

ア ①

イ ②

ウ ③

エ ④

オ ⑤

カ ⑤

（２） （２）

（３） ［略］ （３） ［略］

１－１－74 口蹄疫対策 ［略］ １－１－66 口蹄疫対策 ［略］

１－１－75 間接工事費等諸経費動向調査 ［略］ １－１－67 間接工事費等諸経費動向調査 ［略］

１－１－76 国土調査の基準点等の保全 ［略］ １－１－68 国土調査の基準点等の保全 ［略］

１－１－77 測量作業等の感電事故防止対策の強化 ［略］ １－１－69 測量作業等の感電事故防止対策の強化 ［略］

１－１－78 アスベスト（石綿）対策 ［略］ １－１－70 アスベスト（石綿）対策 ［略］

１－１－79 コンピュータウイルス対策 ［略］ １－１－71 ウイルス対策 ［略］

第２章 材料 第２章 材料

第１節 一般事項 第１節 一般事項

２－１－１ ～ ２－１－２ ［略］ ２－１－１ ～ ２－１－２ ［略］

２－１－３ 材料の試験及び検査 ２－１－３ 材料の試験及び検査

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

２－１－４ ［略］ ２－１－４ ［略］

第２節 ［略］ 第２節 ［略］

第３節 木材 第３節 木材

２－３－１ 一般事項 ２－３－１ 一般事項

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

第４節 石材及び骨材 第４節 石材及び骨材

２－４－１ ～ ２－４－８ ［略］ ２－４－１ ～ ２－４－８ ［略］

２－４－９ その他の砂利，砂，砕石類 ２－４－９ その他の砂利，砂，砕石類

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

２－４－10 コンクリート用骨材 ２－４－10 コンクリート用骨材

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

工事関係車輌が移動制限区域外の主要な幹線道路を通過する場合においても，移動ルート上や周辺
道路に消毒ポイントが設置されている場合は，消毒ポイントにおいて必ず消毒を受けること。

現場の出入口では，必ず全ての車輌の入退場に対して車輌の消毒を実施し，現場関係者に対しては
消毒マット等の方法により防疫措置を徹底すること。

工事現場事務所の出入口では，消毒マットによる足ふき，手足の洗浄，うがいの励行等の方法によ
り防疫対策を徹底すること。

鹿児島県内において「高病原性鳥インフルエンザ」が発生した場合，まん延防止のため，移動制限
区域内での工事施工においては，移動制限区域が解除されるまでの期間は，必要な資材等が準備出来
次第速やかに，以下の感染防止対策を実施すること。

　工事関係車輌が移動制限区域を通過する場合は，消毒ポイントにおいて必ず消毒を受けること。

　上記について，下請業者や資材関係業者など，本工事（業務）の関係者全てに徹底すること。

　③については，状況写真を１枚撮影し，現場管理写真（業務報告書）に添付すること。

鹿児島県内において「高病原性鳥インフルエンザ」が発生した場合，まん延防止のため，移動制限
区域内での工事施工においては，移動制限区域が解除されるまでの期間は，必要な資材等が準備出来
次第速やかに，以下の感染防止対策を実施すること。
　なお，下記ア及びイは，監督職員から指示があった場合に実施するものとする。

　工事関係車輌が移動制限区域を通過する場合は，消毒ポイントにおいて必ず消毒を受けること。

工事関係車輌が移動制限区域外の主要な幹線道路を通過する場合においても，移動ルート上や周辺
道路に消毒ポイントが設置されている場合は，消毒ポイントにおいて必ず消毒を受けること。

現場の出入口では，必ず全ての車輌の入退場に対して車輌の消毒を実施し，現場関係者に対しては
消毒マット等の方法により防疫措置を徹底すること。

工事現場事務所の出入口では，消毒マットによる足ふき，手足の洗浄，うがいの励行等の方法によ
り防疫対策を徹底すること。

　上記について，下請業者や資材関係業者など，本工事（業務）の関係者全てに徹底すること。

　上記ウについては，状況写真を１枚撮影し，現場管理写真（業務報告書）に添付すること。

上記ウにおける消毒薬の材料代等については，実績数量により設計変更するものとし，事前に監督
職員と協議すること。

上記③における消毒薬の材料代等については，実績数量により設計変更するものとし，事前に監督
職員と協議すること。

移動制限区域内での工事施工の場合 移動制限区域内での工事施工の場合

　上記について，下請業者や資材関係業者など工事の関係者全てに徹底すること。

工事現場事務所の出入口では，消毒マットによる足ふき，手足の洗浄，うがいの励行等の方法によ
り防疫対策を徹底すること。

工事関係車輌が移動制限区域外の主要な幹線道路を通過する場合においても，移動ルート上や周辺
道路に消毒ポイントが設置されている場合は，消毒ポイントにおいて必ず消毒を受けること。

工事関係車輌が移動制限区域外の主要な幹線道路を通過する場合においても，移動ルート上や周辺
道路に消毒ポイントが設置されている場合は，消毒ポイントにおいて必ず消毒を受けること。

工事現場事務所の出入口では，消毒マットによる足ふき，手足の洗浄，うがいの励行等の方法によ
り防疫対策を徹底すること。

　上記について，下請業者や資材関係業者など工事の関係者全てに徹底すること。
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３　［略］ ３．［略］

２－４－11 アスファルト舗装用骨材等 ２－４－11 アスファルト舗装用骨材等

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

９　［略］ ９．［略］

ア　［略］ １）　［略］

イ　［略］ ２）　［略］

10　［略］ 10．［略］

第５節 鋼材 第５節 鋼材

２－５－１ 一般事項 ２－５－１ 一般事項

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

２－５－２ 鋼材 ２－５－２ 鋼材

１　［略］ １．［略］

（１) ～（６） ［略］ （１) ～（６） ［略］

（７） ［新設］

（８） （７）

（９） （８）

（10） （９）

（11） （10）

（12） （11）

（13） （12）

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

２－５－３ ～ ２－５－４ ［略］ ２－５－３ ～ ２－５－４ ［略］

２－５－５ 鋼材二次製品 ２－５－５ 鋼材二次製品

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

２－５－６ ［略］ ２－５－６ ［略］

２－５－７ ガードレール等 ２－５－７ ガードレール等

１　ガードレール １．ガードレール

（１)  ［略］ （１)  ［略］

ア　［略］ １）　［略］

（２)  ［略］ （２)  ［略］

ア　［略］ １）　［略］

（３)  ［略］ （３)  ［略］

ア　［略］ １）　［略］

（４)  ［略］ （４)  ［略］

ＪＩＳ　Ｇ　3140（橋梁用高降伏点鋼板）　記号　ＳＢＨＳ

ＪＩＳ Ｇ 3191（熱間圧延棒鋼とバーインコイルの形状，寸法及び質量並びにその許容差）ＪＩＳ Ｇ 3191（熱間圧延棒鋼とバーインコイルの形状，寸法及び質量並びにその許容差）

ＪＩＳ　Ｇ　3192（熱間圧延形鋼の形状，寸法，質量及びその許容差）

ＪＩＳ　Ｇ　3193（熱間圧延鋼板及び鋼帯の形状，寸法，質量及びその許容差）

ＪＩＳ　Ｇ　3194（熱間圧延平鋼の形状，寸法，質量及びその許容差）

ＪＩＳ　Ｇ　4051（機械構造用炭素鋼鋼材）　記号　Ｓ－Ｃ

ＪＩＳ　Ｇ　4052（焼入性を保証した構造用鋼鋼材（Ｈ鋼））　記号　SMn，ACr，SCM，SNCM

ＪＩＳ　Ｇ　3192（熱間圧延形鋼の形状，寸法，質量及びその許容差）

ＪＩＳ　Ｇ　3193（熱間圧延鋼板及び鋼帯の形状，寸法，質量及びその許容差）

ＪＩＳ　Ｇ　3194（熱間圧延平鋼の形状，寸法，質量及びその許容差）

ＪＩＳ　Ｇ　4051（機械構造用炭素鋼鋼材）　記号　Ｓ－Ｃ

ＪＩＳ　Ｇ　4052（焼入性を保証した構造用鋼鋼材（Ｈ鋼））　記号　SMn，ACr，SCM，SNCM



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表
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ア　［略］ １）　［略］

イ　［略］ ２）　［略］

２　ガードケーブル ２．ガードケーブル

（１)  ［略］ （１)  ［略］

ア　［略］ １）　［略］

（２)  ［略］ （２)  ［略］

ア　［略］ １）　［略］

（３)  ［略］ （３)  ［略］

ア　［略］ １）　［略］

（４) ～（５） ［略］ （４) ～（５） ［略］

（６)  ［略］ （６)  ［略］

ア　［略］ １）　［略］

イ　［略］ ２）　［略］

３　ガードパイプ ３．ガードパイプ

（１)  ［略］ （１)  ［略］

ア　［略］ １）　［略］

（２)  ［略］ （２)  ［略］

ア　［略］ １）　［略］

（３)  ［略］ （３)  ［略］

ア　［略］ １）　［略］

（４)  ［略］ （４)  ［略］

ア　［略］ １）　［略］

イ　［略］ ２）　［略］

（５)  ［略］ （５)  ［略］

ア　［略］ １）　［略］

イ　［略］ ２）　［略］

第６節 セメント 第６節 セメント

２－６－１ ～ ２－６－２ ［略］ ２－６－１ ～ ２－６－２ ［略］

２－６－３ 混和材料 ２－６－３ 混和材料

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

２－６－４ ［略］ ２－６－４ ［略］

第７節 プレキャストコンクリート製品 第７節 プレキャストコンクリート製品

２－７－１ 一般事項 ２－７－１ 一般事項

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

２－７－２ ［略］ ２－７－２ ［略］

第８節 瀝青材料 ［略］ 第８節 瀝青材料 ［略］

第９節 合成樹脂製品等 第９節 合成樹脂製品等

２－９－１ 一般事項 ２－９－１ 一般事項

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

第10節 芝及びそだ 第10節 芝及びそだ

２－10－１ ［略］ ２－10－１ ［略］
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２－10－２ 芝 ２－10－２ 芝

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

２－10－３ ［略］ ２－10－３ ［略］

第11節 目地及び止水材料 第11節 目地及び止水材料

２－11－１ ［略］ ２－11－１ ［略］

２－11－２ 注入目地材 ２－11－２ 注入目地材

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

２－11－３ ［略］ ２－11－３ ［略］

２－11－４ 止水板 ２－11－４ 止水板

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

第12節 塗料 第12節 塗料

２－12－１ 一般事項 ２－12－１ 一般事項

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

２－12－２ ［略］ ２－12－２ ［略］

２－12－３ 鋼管塗装 ２－12－３ 鋼管塗装

１　直管，異形管 １．直管，異形管

２　［略］ ２．［略］

２－12－４ ダクタイル鋳鉄管塗装 ２－12－４ ダクタイル鋳鉄管塗装

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

第13節 種子 第13節 種子

２－13－１ 植生工，植生基盤材吹工等の種子配合 ２－13－１ 植生工，植生基盤材吹工等の種子配合

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

第３章 施工共通事項 第３章 施工共通事項

第１節 適用 第１節 適用

３－１－１ 適用 ３－１－１ 適用

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

第２節 一般事項 第２節 一般事項

３－２－１ ［略］ ３－２－１ ［略］

３－２－２ 一般事項 ３－２－２ 一般事項

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

第３節 土工 第３節 土工

ＷＳＰ　Ａ―101（農業用プラスチック被覆鋼管）
内　　面　ＪＩＳ Ｇ 3443-4
（水輸送用塗覆装鋼管－第４部：内面エポキシ樹脂塗装）
外　　面　ＪＩＳ Ｇ 3443-3
（水輸送用塗覆装鋼管－第３部：長寿命形外面プラスチック被覆）

ＷＳＰ　Ａ―101（農業用プラスチック被覆鋼管）
内　　面　ＪＩＳ Ｇ 3443-4
（水輸送用塗覆装鋼管－第４部：内面エポキシ樹脂塗装）
外　　面　ＪＩＳ Ｇ 3443-3
（水輸送用塗覆装鋼管－第３部：外面プラスチック被覆）
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３－３－１ 一般事項 ３－３－１ 一般事項

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

３－３－２ 掘削工 ３－３－２ 掘削工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

３－３－３ 盛土工 ３－３－３ 盛土工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

３－３－４ 路体盛土工 ３－３－４ 路体盛土工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

９　［略］ ９．［略］

３－３－５ 路床盛土工 ３－３－５ 路床盛土工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

９　［略］ ９．［略］

10　［略］ 10．［略］

３－３－６ 整形仕上げ工 ３－３－６ 整形仕上げ工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

３－３－７ 作業土工 ３－３－７ 作業土工

１　［略］ １．［略］

２　埋戻 ２．埋戻

（１）～（４） ［略］ （１）～（４） ［略］

（５） （５）

３－３－８ 作業残土処理工 ３－３－８ 作業残土処理工

１　. １．

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

第４節 基礎工 第４節 基礎工

受注者は，管水路の埋戻しに当たり，設計図書に明示された締固め度が得られるように，使用する
機種，層厚，転圧回数等を定めて，管に損傷を与えないよう締固めなければならない。

受注者は，管水路の埋戻しに当たり，設計図書に明示された締固め度が得られるように，使用する
機種，層厚，転圧回数等を定めて，管に損傷を与えないよう突固めなければならない。

受注者は，建設発生土について，第１編１－１－23建設副産物の規定により，適切に処理しなけれ
ばならない。

受注者は，建設発生土について，第１編１－１－22建設副産物の規定により，適切に処理しなけれ
ばならない。
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３－４－１ ［略］ ３－４－１ ［略］

３－４－２ 既成杭工 ３－４－２ 既成杭工

１　［略］ １．［略］

２　鋼杭工 ２．鋼杭工

（１）～（２） ［略］ （１）～（２） ［略］

（３） ［略］ （３） ［略］

ア １）

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

オ　［略］ ５） ［略］

カ　［略］ ６） ［略］

キ　［略］ ７） ［略］

ク　［略］ ８） ［略］

ケ　［略］ ９） ［略］

コ　［略］ 10） ［略］

３－４－３ 場所打ち杭工 ３－４－３ 場所打ち杭工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

３－４－４ 土台木 ３－４－４ 土台木

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

３－４－５ オープンケーソン基礎工 ３－４－５ オープンケーソン基礎工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

溶接工は，ＪＩＳ Ｚ 3801（手溶接技術検定における試験方法及びに判定基準）又はＪＩＳ Ｚ
3841（半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準）に定められた試験のうち，その作業に該
当する試験（又は同等以上の検定試験）に合格した者で，かつ現場溶接の施工経験が６ヶ月以上の者
でなければならない。

なお，同等以上の検定試験とは，ＷＥＳ 8106（基礎杭溶接技術検定における試験方法及び判定基
準：一般社団法人日本溶接協会）をいう。

溶接工は，ＪＩＳ Ｚ 3801（手溶接技術検定における試験方法及びに判定基準）に定められた試験
のうち，その作業に該当する試験（又は同等以上の検定試験）に合格した者で，かつ現場溶接の施工
経験が６ヶ月以上の者でなければならない。

ただし，半自動溶接を行う場合は，ＪＩＳ Ｚ 3841（半自動溶接技術検定における試験方法及び判
定基準）に定められた試験の種類のうち，その作業に該当する試験（又はこれと同等以上の検定試
験）に合格した者でなければならない。なお，同等以上の検定試験とは，ＷＥＳ 8106（基礎杭溶接技
術検定における試験方法及び判定基準：一般社団法人日本溶接協会）をいう。

外   径 許容値 摘    要 

700mm 未満 2mm 以下 
上杭と下杭の外周長の差で表し，その差

を 2mm×π以下とする。 

700mm 以上 

1,016mm 以下 
3mm 以下 

上杭と下杭の外周長の差で表し，その差

を 3mm×π以下とする。 

1,016mm を越え 

2,000mm 以下 
4mm 以下 

上杭と下杭の外周長の差で表し，その差

を 4mm×π以下とする。 

 

外   径 許容値 摘    要 

700mm 未満 2mm 以下 
上杭と下杭の外周長の差で表し，その差

を 2mm×π以下とする。 

700mm 以上 

1,016mm 以下 
3mm 以下 

上杭と下杭の外周長の差で表し，その差

を 3mm×π以下とする。 

1,016mm を越え 

1,524mm 以下 
4mm 以下 

上杭と下杭の外周長の差で表し，その差

を 4mm×π以下とする。 

 



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

９　［略］ ９．［略］

10　［略］ 10．［略］

11　［略］ 11．［略］

３－４－６ ニューマチックケーソン基礎工 ３－４－６ ニューマチックケーソン基礎工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

３－４－７ 矢板工 ３－４－７ 矢板工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

３－４－８ ［略］ ３－４－８ ［略］

３－４－９ 砕石基礎工 ３－４－９ 砕石基礎工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３－４－10 ［略］ ３－４－10 ［略］

第５節 石，ブロック積（張）工 第５節 石・ブロック積（張）工

３－５－１ ～ ３－５－２ ［略］ ３－５－１ ～ ３－５－２ ［略］

３－５－３ コンクリートブロック工 ３－５－３ コンクリートブロック工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３－５－４ 緑化ブロック工 ３－５－４ 緑化ブロック工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

３－５－５ 石積（張）工 ３－５－５ 石積（張）工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

９　［略］ ９．［略］

10　［略］ 10．［略］

第６節 法面工 第６節 法面工

３－６－１ ～ ３－６－２ ［略］ ３－６－１ ～ ３－６－２ ［略］

３－６－３ 植生工 ３－６－３ 植生工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

（１） ［略］ （１） ［略］

（２） ［略］ （２） ［略］

ア　［略］ １）　［略］

イ　［略］ ２）　［略］



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

３－６－４ 法面吹付工 ３－６－４ 法面吹付工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

９　［略］ ９．［略］

10　. 10．

11　［略］ 11．［略］

12　［略］ 12．［略］

３－６－５ 法枠工 ３－６－５ 法枠工

１　［略］ １．［略］

（１）～（４） ［略］ （１）～（４） ［略］

（５） ［略］ （５） ［略］

ア　［略］ １）　［略］

イ　［略］ ２）　［略］

ウ　［略］ ３）　［略］

エ　［略］ ４）　［略］

オ　［略］ ５）　［略］

２　［略］ ２．［略］

（１） ［略］ （１） ［略］

ア　［略］ １）　［略］

イ　［略］ ２）　［略］

ウ　［略］ ３）　［略］

（２） ［略］ （２） ［略］

ア　［略］ １）　［略］

イ　［略］ ２）　［略］

３　［略］ ３．［略］

（１） ［略］ （１） ［略］

ア　［略］ １）　［略］

イ　［略］ ２）　［略］

ウ　［略］ ３）　［略］

エ　［略］ ４）　［略］

（２） ［略］ （２） ［略］

ア　［略］ １）　［略］

イ　［略］ ２）　［略］

ウ　［略］ ３）　［略］

エ　［略］ ４）　［略］

（３） ［略］ （３） ［略］

３－６－６ アンカー工 ３－６－６ アンカー工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

受注者は，二層以上に分けて吹付ける場合，層間にはく離が生じないように施工しなければならな
い。また，打断面を良く清掃して，吹付けなければならない。

受注者は，２層以上に分けて吹付ける場合，層間にはく離が生じないように施工しなければならな
い。また，打断面を良く清掃して，吹付けなければならない。



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

９　［略］ ９．［略］

10　［略］ 10．［略］

３－６－７ かご工 ３－６－７ かご工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

９　［略］ ９．［略］

10　［略］ 10．［略］

11　［略］ 11．［略］

12　［略］ 12．［略］

13　［略］ 13．［略］

14　［略］ 14．［略］

第７節 コンクリート 第７節 コンクリート

３－７－１ 一般事項 ３－７－１ 一般事項

１　［略］ １．［略］

３－７－２ レディーミクストコンクリート ３－７－２ レディーミクストコンクリート

１　［略］ １．［略］

２　. ２．

３　. ３．

４　. ４．

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

３－７－３ 配合 ３－７－３ 配合

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

３－７－４ 材料の計量 ３－７－４ 材料の計量

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

受注者は，本条第１に規定する工場で製造されたレディーミクストコンクリートを用いる場合，工
場が発行するレディーミクストコンクリート配合計画書及びレディーミクストコンクリート納入書を
整備及び保管し，監督職員から請求があった場合は遅滞なく提示するとともに，検査時までに監督職
員に提出しなければならない。

受注者は，産業標準化法に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により認証を
受けた工場（ＪＩＳマ－ク表示認証製品を製造している工場）で製造され，ＪＩＳ Ａ 5308（レ
ディーミクストコンクリート）により粗骨材最大寸法，空気量，スランプ，水セメント比及び呼び強
度等が指定されるレディーミクストコンクリートについては，配合に臨場するとともに，製造工場の
材料試験結果，配合の決定に関する確認資料を整備・保管し，監督職員から請求があった場合は遅滞
なく提示するとともに，検査時に提出しなければならない。

受注者は，本条第１項に規定するレディーミクストコンクリートを用いることが困難な場合には，
配合試験に立会するとともに，選定する工場が，設計図書に指定する品質が得られることを確認でき
る資料を監督職員に提出し，確認を得なければならない。

なお，コンクリートの製造，施工，試験，検査，管理等の技術的業務を実施する能力のある技術者
が常駐し，配合設計，品質管理等を適切に実施できる工場から選定しなければならない。

受注者は，本条第１項に規定するレディーミクストコンクリートを用いることが困難な場合には，
選定する工場が，設計図書に指定する品質が得られることを確認できる資料を監督職員に提出し，確
認を得なければならない。なお，コンクリートの製造，施工，試験，検査及び管理などの技術的業務
を実施する能力のある技術者が常駐しており，配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場から
選定しなければならない。

受注者は，本条第１に規定する工場でない工場で製造したレディーミクストコンクリート及び本条
1. に規定する工場であってもＪＩＳ Ａ 5308（レディーミクストコンクリート）以外のレディーミ
クストコンクリートを用いる場合には，設計図書，本章「３－７－３配合」及び「３－７－４材料の
計量」の規定によるとともに，配合試験に立会し，製造工場の材料試験結果，配合の決定に関する資
料を監督職員に提出し，承諾を得なければならない。

受注者は，産業標準化法に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により認証を
受けた工場（ＪＩＳマ－ク表示認証製品を製造している工場）でない工場で製造したレディーミクス
トコンクリート及び本条 1. に規定する工場であってもＪＩＳ Ａ5308（レディーミクストコンクリー
ト）以外のレディーミクストコンクリートを用いる場合には，設計図書及び本章「３－７－３配合」
及び「３－７－４材料の計量」の規定によるとともに，配合に臨場し，製造工場の材料試験結果，配
合の決定に関する資料を監督職員に提出し，確認を得なければならない。
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改正後 現行

３　. ３．

３－７－５ 材料の貯蔵 ３－７－５ 材料の貯蔵

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３－７－６ 練り混ぜ ３－７－６ 練り混ぜ

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３－７－７ 塩化物含有量の限度 ３－７－７ 塩化物含有量の限度

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３－７－８ 打込み準備 ３－７－８ 打込み準備

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３－７－９ アルカリ骨材抑制対策 ３－７－９ アルカリ骨材抑制対策

（１）～（２） ［略］ （１）～（２） ［略］

（３） ［略］ （３） ［略］

ア　［略］ １）　［略］

イ　［略］ ２）　［略］

３－７－10 コンクリート打込み ３－７－10 コンクリート打込み

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

９　. ９．

10　［略］ 10．［略］

11　［略］ 11．［略］

３－７－11 養生 ３－７－11 養生

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

３－７－12 継目 ３－７－12 継目

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

３－７－13 表面仕上げ ３－７－13 表面仕上げ

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３－７－14 ［略］ ３－７－14 ［略］

３－７－15 鉄筋コンクリート構造物等のスランプ値 ［新設］

　受注者は，各材料をバッチ分づつ質量で計量しなければならない。
　ただし，水及び混和剤溶液は，表3-7-1に示した許容差内である場合，容積で計量してもよい。

なお，バッチの量は，工事の種類，コンクリートの打込み量，練り混ぜ設備，運搬方法等を考慮し
て，これを定めなければならない。

　受注者は，各材料を一練り分毎に質量で計量しなければならない。
ただし，水及び混和剤溶液は，容積で計量してもよい。なお，一練りの量は，工事の種類，コンク

リートの打込み量，練り混ぜ設備，運搬方法等を考慮して，これを定めなければならない。

受注者は，コンクリートを二層以上に分けて打込む場合，原則，下層のコンクリートが固まり始め
る前に上層のコンクリートを打込み，上下層が一体となるように施工しなければならない。

受注者は，コンクリートを２層以上に分けて打込む場合，原則，下層のコンクリートが固まり始め
る前に上層のコンクリートを打込み，上層と下層が一体となるように施工しなければならない。



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

第８節 型枠及び支保 第８節 型枠及び支保

３－８－１ 一般事項 ３－８－１ 一般事項

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３－８－２ 型枠 ３－８－２ 型枠

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

３－８－３ 支保 ３－８－３ 支保

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

第９節 鉄筋 第９節 鉄筋

３－９－１ 鉄筋の加工 ３－９－１ 鉄筋の加工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

３－９－２ 鉄筋の組立 ３－９－２ 鉄筋の組立

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

３－９－３ 鉄筋の継手 ３－９－３ 鉄筋の継手

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

（１） ［略］ （１） ［略］

（２） （２）

（３）～（７） ［略］ （３）～（７） ［略］

８　［略］ ８．［略］

９　［略］ ９．［略］

10　［略］ 10．［略］

11　［略］ 11．［略］

第10節 特殊コンクリート 第10節 特殊コンクリート

３－10－１ 暑中コンクリート ３－10－１ 暑中コンクリート

場所打ち鉄筋コンクリート構造物及びプレストレストコンクリート構造物の施工にあたり，スラン
プ12cm以上のコンクリートを使用する場合は，下記ガイドラインを参考図書として活用するものとす
る。
　　・流動性を高めた場所打ちコンクリートの活用に関するガイドライン
　　（平成29年３月 流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会）

受注者は，圧接しよとする鉄筋の両端部を切断する場合は，（公社）日本鉄筋継手協会によって認
定された鉄筋冷間直角切断機を使用しなければならない。自動ガス圧接の場合は，チップソーを合わ
せて使用するものとする。ただし，既直角かつ平滑である場合又は鉄筋冷間直角切断機により切断し
た端面の汚損を取り除く場合は，ディスクグラインダで端面を研削するとともに，錆，油脂，塗装，
セメントペースト，その他の有害な付着物を完全に除去しなければならない。

受注者は，圧接しよとする鉄筋の両端部は，（公社）日本鉄筋継手協会によって認定された鉄筋冷
間直角切断機を使用して切断しなければならない。自動ガス圧接の場合は，チップソーを合わせて使
用するものとする。ただし，既直角かつ平滑である場合や鉄筋冷間直角切断機により切断した端面の
汚損等を除く場合は，ディスクグラインダ端面を研削するとともに，さび，油圧圧接面は，圧接作業
前にグラインダー等でその端部が直角で円滑となるように仕上げるとともに，錆，油脂，塗装，セメ
ントペースト，その他の有害な付着物を完全に除去しなければならない。



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

３－10－２ 寒中コンクリート ３－10－２ 寒中コンクリート

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

３－10－３ 水中コンクリート ３－10－３ 水中コンクリート

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３－10－４ 海水の作用を受けるコンクリート ３－10－４ 海水の作用を受けるコンクリート

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３－10－５ ［略］ ３－10－５ ［略］

３－10－６ マスコンクリート ３－10－６ マスコンクリート

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

第11節 一般舗装工 第11節 一般舗装工

３－11－１ 一般事項 ３－11－１ 一般事項

１　［略］ １．［略］

３－11－２ 舗装準備工 ３－11－２ 舗装準備工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

３－11－３ アスファルト舗装工 ３－11－３ アスファルト舗装工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

（１）～（８） ［略］ （１）～（８） ［略］

（９） ［略］ （９） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

（10）～（18） ［略］ （10）～（18） ［略］

４　［略］ ４．［略］

（１） ［略］ （１） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

（２）～（４） ［略］ （２）～（４） ［略］

５　［略］ ５．［略］

（１） ［略］ （１） ［略］

（２） ［略］ （２） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

オ　［略］ ５） ［略］

カ　［略］ ６） ［略］

キ　［略］ ７） ［略］

（３） ［略］ （３） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

オ　［略］ ５） ［略］

カ　［略］ ６） ［略］

（４） ［略］ （４） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

（ア）　［略］ ① ［略］

（イ）　［略］ ② ［略］

（ウ）　［略］ ③ ［略］

（エ）　［略］ ④ ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

オ　［略］ ５） ［略］

カ　［略］ ６） ［略］

キ ７）

（５） ［略］ （５） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

オ　［略］ ５） ［略］

カ　［略］ ６） ［略］

キ　［略］ ７） ［略］

ク　［略］ ８） ［略］

（６） ［略］ （６） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

（７） ［略］ （７） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

オ　［略］ ５） ［略］

カ　［略］ ６） ［略］

キ　［略］ ７） ［略］

ク　［略］ ８） ［略］

ケ　［略］ ９） ［略］

（８） ［略］ （８） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

（９） ［略］ （９） ［略］

３－11－４ コンクリート舗装工 ３－11－４ コンクリート舗装工

１　［略］ １．［略］

　シールコートの施工は，本項（３）常温混合式 カ に準じて行わなければならない。 　シールコートの施工は，本項（２）常温混合式６）に準じて行わなければならない。



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

９　［略］ ９．［略］

10　［略］ 10．［略］

11　［略］ 11．［略］

12　［略］ 12．［略］

13　［略］ 13．［略］

14　［略］ 14．［略］

15　［略］ 15．［略］

16　［略］ 16．［略］

17　［略］ 17．［略］

18　［略］ 18．［略］

19　［略］ 19．［略］

20　［略］ 20．［略］

21　［略］ 21．［略］

22　［略］ 22．［略］

23　［略］ 23．［略］

24　［略］ 24．［略］

25　［略］ 25．［略］

26　［略］ 26．［略］

27　［略］ 27．［略］

３－11－５ 砂利舗装工 ３－11－５ 砂利舗装工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

第12節 安全施設工 第12節 安全施設工

３－12－１ ［略］ ３－12－１ ［略］

３－12－２ 安全施設工 ３－12－２ 安全施設工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

９　［略］ ９．［略］

第13節 地盤改良工 第13節 地盤改良工

３－13－１ 一般事項 ３－13－１ 一般事項

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

３－13－２ 路床安定処理工 ３－13－２ 路床安定処理工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

９　［略］ ９．［略］

３－13－３ サンドマット工 ３－13－３ サンドマット工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ３．［略］

３－13－４ バーチカルドレーン工 ３－13－４ バーチカルドレーン工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

３－13－５ 締固め改良工 ３－13－５ 締固め改良工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

３－13－６ 固結工 ３－13－６ 固結工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

９　［略］ ９．［略］

10　［略］ 10．［略］

（１） ［略］ （１） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

（２） ［略］ （２） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

３－13－７ 置換工 ３－13－７ 置換工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ４．［略］

第14節 防食対策工 第14節 防食対策工

３－14－１ 一般事項 ３－14－１ 一般事項

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

３－14－２ 防食対策工 ３－14－２ 防食対策工

１　［略］ １．［略］

２　. ２．

３　［略］ ３．［略］

コンクリート構造物より10ｍ以内における埋設鋼管の現場溶接部の外面塗覆装は，長寿命形水道用
ジョイントコート（ＷＳＰ 012）又は，水輸送用塗覆装鋼管－第３部：長寿命形外面プラスチック被
覆（ＪＩＳ Ｇ 3443-3）によるものとする。

コンクリート構造物より10ｍ以内における埋設鋼管の現場溶接部の外面塗覆装は，水道用塗覆装鋼
管ジョイントコート（ＷＳＰ 012-2010）又は，水輸送用塗覆装鋼管－第３部：外面プラスチック被覆
（ＪＩＳ Ｇ 3443-3）によるものとする。



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

第15節 耕地復旧工 第15節 耕地復旧工

３－15－１ 一般事項 ３－15－１ 一般事項

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

３－15－２ 水田復旧工 ３－15－２ 水田復旧工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

３－15－３ 畑地復旧工 ３－15－３ 畑地復旧工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

第16節 水路復旧工 第16節 水路復旧工

３－16－１ ［略］ ３－16－１ ［略］

３－16－２ 土水路工 ３－16－２ 土水路工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３－16－３ プレキャスト水路工 ３－16－３ プレキャスト水路工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

第17節 道路復旧工 第17節 道路復旧工

３－17－１ ～ ３17－７ ［略］ ３－17－１ ～ ３17－７ ［略］

３－17－８ 道路用側溝工 ３－17－８ 道路用側溝工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３－17－９ 安全施設工 ３－17－９ 安全施設工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３－17－10 ［略］ ３－17－10 ［略］

３－17－11 縁石工 ３－17－11 縁石工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

第18節 用地境界杭工 第18節 用地境界杭工

３－18－１ 一般事項 ３－18－１ 一般事項

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３－18－２ 境界杭 ３－18－２ 境界杭

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

第19節 構造物撤去工 第19節 構造物撤去工

３－19－１ 一般事項 ３－19－１ 一般事項

３－19－２ ［略］ ３－19－２ ［略］

３－19－３ 取壊し工 ３－19－３ 構造物取壊し工

受注者は，工事の施工に伴い発生した建設副産物について，第１編１－１－23建設副産物の規定に
よるものとする。

受注者は，工事の施工に伴い発生した建設副産物について，第１編１－１－22建設副産物の規定に
よるものとする。



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

３－19－４ 道路施設撤去工 ３－19－４ 道路施設撤去工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

３－19－５ 運搬処理工 ３－19－５ 運搬処理工

１　［略］ １．［略］

２　. ２．

第20節 仮設工 第20節 仮設工

３－20－１ 一般事項 ３－20－１ 一般事項

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

３－20－２ 仮設道路工 ３－20－２ 仮設道路工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

９　［略］ ９．［略］

３－20－３ 仮橋工 ３－20－３ 仮橋工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

３－20－４ 仮廻し水路工 ３－20－４ 仮廻し水路工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

３－20－５ 仮設土留，仮締切工 ３－20－５ 仮設土留・仮締切工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

受注者は，施工上やむを得ず設計図書に示された場所以外で撤去物を処分する場合，第１編１－１
－23建設副産物の規定によるとともに，処分方法等について監督職員と協議しなければならない。

受注者は，施工上やむを得ず設計図書に示された場所以外で撤去物を処分する場合，第１編１－１
－22建設副産物の規定によるとともに，処分方法等について監督職員と協議しなければならない。



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

９　［略］ ９．［略］

10　［略］ 10．［略］

11　［略］ 11．［略］

12　［略］ 12．［略］

13　［略］ 13．［略］

14　［略］ 14．［略］

15　［略］ 15．［略］

16　［略］ 16．［略］

17　［略］ 17．［略］

18　［略］ 18．［略］

19　［略］ 19．［略］

20　［略］ 20．［略］

21　［略］ 21．［略］

22　［略］ 22．［略］

（１） ［略］ （１） ［略］

（２） ［略］ （２） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ ４）

（３） ［略］ （３） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

（４）～（11） ［略］ （４）～（11） ［略］

（12） （12）

（13）～（14） ［略］ （13）～（14） ［略］

23　［略］ 23．［略］

24　［略］ 24．［略］

25　［略］ 25．［略］

26　［略］ 26．［略］

３－20－６ 排水処理工 ３－20－６ 排水処理工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

３－20－７ 電力設備工 ３－20－７ 電力設備工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

３－20－８ 橋梁仮設工 ３－20－８ 橋梁仮設工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

受注者は，たて込み簡易土留による掘削部の埋戻しについて，埋戻し一層ごとに，埋戻し土の投入
敷均し，パネルの引抜き，締固めの順に繰り返し施工しなければならない。

受注者は，たて込み簡易土留による掘削部の埋戻しについて，埋戻し１層毎に，埋戻し土の投入敷
均し，パネルの引抜き，締固めの順に繰り返し施工しなければならない。

　前 イ から ウ を所定の掘削深まで繰り返し施工する。 　前２）から３）を所定の掘削深まで繰り返し施工する。

　前 ア から イ を所定の掘削深まで繰り返し施工する。 　前１）から２）を所定の掘削深まで繰り返し施工する。



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

５　［略］ ５．［略］

３－20－９ トンネル仮設備工 ３－20－９ トンネル仮設備工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

９　. ９．

10　［略］ 10．［略］

11　［略］ 11．［略］

12　［略］ 12．［略］

13　［略］ 13．［略］

14　［略］ 14．［略］

15　［略］ 15．［略］

16　［略］ 16．［略］

17　. 17．

３－20－10 防塵対策工 ３－20－10 防塵対策工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３－20－11 足場工 ３－20－11 足場工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

第21節 共通仮設費 第21節 共通仮設費

３－21－１ 一般事項 ３－21－１ 一般事項

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３－21－２ 事業損出防止費 ３－21－２ 事業損出防止費

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

３－21－３ 技術管理費 ３－21－３ 技術管理費

１　［略］ １．［略］

受注者は，粉じん作業を行う坑内作業（ずい道等の内部において，ずい道等の建設の作業を行うも
のに限る。）について，ずい道等の長さが短いこと等により，空気中の粉じん濃度の測定が著しく困
難である場合を除き，半月以内ごとに１回，定期に定められた方法に従って，空気の粉じん濃度等に
ついて測定を行わなければならない。この際，粉じん濃度の測定は「ずい道建設工事における粉じん
対策に関するガイドライン（厚生労働省令和２年７月）」に定める「空気中の粉じん濃度等の測定方
法」によるものとし，粉じん濃度（吸入性粉じん濃度）の目標レベルは２mg／ｍ3以下とする。

ただし，中小断面のトンネル等で２mg／ｍ3を達成するために必要な大きさ（口径）の風管又は必要
な本数の風管の設置，必要な容量の集じん装置の設置等が施工上極めて困難であるものについては，
監督職員と協議のうえ可能な限り，２mg／ｍ3に近い値を粉じん濃度目標レベルとして設定することと
する。

なお，各測定点における測定値の平均値が目標レベルを超える場合には，換気装置の風量の増加そ
の他必要な措置（より効果的な換気方式への変更，集じん装置による集じんの実施，作業工程又は作
業方法の改善，風管の設置方法の改善，粉じん抑制剤の使用等）を講じなければならない。
　また，粉じん濃度等の測定結果は関係労働者の閲覧できる措置を講じなければならない。

受注者は，換気の実施等の効果を確認するに当たり，ずい道等の長さが短いこと等により，空気中
の粉じん濃度の測定が著しく困難である場合を除き，半月以内ごとに１回，定期に定められた方法に
従って，空気の粉じん濃度等について測定を行わなければならない。この際，粉じん濃度の測定は
「ずい道建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」に定める「換気の実施等の効果を確認
するための空気の粉じん濃度，風速等の測定方法」によるものとし，粉じん濃度（吸入性粉じん濃
度）の目標レベルは３mg／ｍ3 以下とするが，中小断面のトンネル等で３mg／ｍ3 を達成するために
必要な大きさ（口径）の風管又は必要な本数の風管の設置，必要な容量の集じん装置の設置等が施工
上極めて困難であるものに
ついては，監督職員と協議のうえ可能な限り，３mg／ｍ3 に近い値を粉じん濃度目標レベルとして設
定することとする。

なお，各測定点における測定値の平均値が目標レベルを超える場合には，換気装置の風量の増加そ
の他必要な措置（集じん装置による集じんの実施，作業工程又は作業方法の改善，風管の設置方法の
改善，粉じん抑制剤の使用等）を講じなければならない。
　また，粉じん濃度等の測定結果は関係労働者の閲覧できる措置を講じなければならない。

受注者は，坑内作業場で労働者を従事させる場合，坑内において，常時，防じんマスク，電動ファ
ン付き呼吸用保護具等有効な呼吸用保護具（動力及び発破を用いて掘削する場所における作業，動力
を用いてずりを積み込み若しくは積み卸す場所における作業又はコンクリート等を吹き付ける場所に
おける作業にあっては，電動ファン付き呼吸用保護具に限る。）を使用させなければならない。

受注者は，坑内の作業に労働者を従事させる場合には，坑内において，常時，防じんマスク，電動
ファン付き呼吸用保護具等有効な呼吸用保護具（動力を用いて掘削する場所における作業，動力を用
いてずりを積み込み若しくは積み卸す場所における作業又はコンクリート等を吹き付ける場所におけ
る作業にあっては，電動ファン付き呼吸用保護具に限る。）を使用させなければならない。



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

（１） ［略］ （１） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

第22節 その他 第22節 その他

３－22－１ 排出ガス対策型建設機械及び低騒音型建設機械の使用 ３－22－１ 排出ガス対策型建設機械及び低騒音型建設機械の使用

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

第２編 工事別編 第２編 工事別編

第１章 ほ場整備工事 第１章 ほ場整備工事

第１節 ［略］ 第１節 ［略］

第２節 一般事項 第２節 一般事項

１－２－１ ［略］ １－２－１ ［略］

１－２－２ 一般事項 １－２－２ 一般事項

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

３　［略］ ３．［略］

（１） ［略］ （１） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

（２） ［略］ （２） ［略］

４　［略］ ４．［略］

第３節 整地工 第３節 整地工

１－３－１ 整地工 １－３－１ 整地工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

１－３－２ ～ １－３－３ ［略］ １－３－１ 整地工

１－３－４ 暗渠排水工 １－３－４ 暗渠排水工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

１－３－５ ～ １－３－７ ［略］ １－３－５ ～ １－３－７ ［略］

１－３－８ 取壊し工 １－３－８ 構造物取壊し工

第４節 用水路工（開水路） 第４節 用水路工（開水路）

１－４－１ ～ １－４－３ ［略］ １－４－１ ～ １－４－３ ［略］

１－４－４ 用水路工 １－４－４ 用水路工

１　［略］ １．［略］

　構造物の取壊しに当たっては，第１編３－19－３取壊し工の規定によるものとする。 　構造物取壊し工の施工については，第１編３－19－３構造物取壊し工の規定によるものとする。



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

１－４－５ ～ １－４－６ ［略］ １－４－５ ～ １－４－６ ［略］

第５節 用水路工 ［略］ 第５節 用水路工 ［略］

第６節 排水路工 第６節 排水路工

１－６－１ ～ １－６－３ ［略］ １－６－１ ～ １－６－３ ［略］

１－６－４ 排水路工 １－６－４ 排水路工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

１－６－５ ［略］ １－６－５ ［略］

第７節 ［略］ 第７節 ［略］

第２章 農用地造成工事 第２章 農用地造成工事

第１節 ［略］ 第１節 ［略］

第２節 一般事項 第２節 一般事項

２－２－１ ［略］ ２－２－１ ［略］

２－２－２ 一般事項 ２－２－２ 一般事項

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

第３節 基盤工 第３節 基盤工

２－３－１ 暗渠排水工 ２－３－１ 暗渠排水工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

２－３－２ 造成土工 ２－３－２ 造成土工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

２－３－３ 整形仕上げ工 ２－３－３ 整形仕上げ工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

２－３－４ ［略］ ２－３－４ ［略］

２－３－５ 法止工 ２－３－５ 法止工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

２－３－６ ［略］ ２－３－６ ［略］



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

第４節 ［略］ 第４節 ［略］

第５節 畑面工 第５節 畑面工

２－５－１ 畑面工 ２－５－１ 畑面工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

２－５－２ ［略］ ２－５－２ ［略］

２－５－３ 畑面暗渠排水工 ２－５－３ 畑面暗渠排水工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

第６節 ～ 第７節 ［略］ 第６節 ～ 第７節 ［略］

第８節 ほ場内沈砂池工 第８節 ほ場内沈砂池工

２－８－１ ほ場内沈砂池工 ２－８－１ ほ場内沈砂池工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　. ５．

第９節 防災施設工 第９節 防災施設工

２－９－１ ［略］ ２－９－１ ［略］

２－９－２ ほ場外沈砂池工 ２－９－２ ほ場外沈砂池工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

２－９－３ 洪水調整池工 ２－９－３ 洪水調整池工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

２－９－４ ～ ２－９－６ ［略］ ２－９－４ ～ ２－９－６ ［略］

第３章 舗装工事，道路改良工事 第３章 舗装工事・道路改良工事

第１節 ～ 第２節 ［略］ 第１節 ～ 第２節 ［略］

第３節 土工 第３節 土工

３－３－１ 掘削工 ３－３－１ 掘削工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３－３－２ 盛土工 ３－３－２ 盛土工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３－３－３ ～ ３－３－６ ［略］ ３－３－３ ～ ３－３－６ ［略］

第４節 ～ 第５節 ［略］ 第４節 ～ 第５節 ［略］

第６節 擁壁工 第６節 擁壁工

３－６－１ ～ ３－６－４ ［略］ ３－６－１ ～ ３－６－４ ［略］

３－６－５ プレキャスト擁壁工 ３－６－５ プレキャスト擁壁工

１　［略］ １．［略］

受注者は，ほ場内沈砂池取り壊しにより発生した建設副産物については，第１編１－１－23建設副
産物の規定によるものとする。

受注者は，ほ場内沈砂池取り壊しにより発生した建設副産物については，第１編１－１－22建設副
産物の規定によるものとする。



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

２　. ２．

３－６－６ 補強土壁工 ３－６－６ 補強土壁工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

３－６－７ ～ ３－６－８ ［略］ ３－６－７ ～ ３－６－８ ［略］

第７節 ［略］ 第７節 ［略］

第８節 カルバート工 第８節 カルバート工

３－８－１ ～ ３－８－３ ［略］ ３－８－１ ～ ３－８－３ ［略］

３－８－４ 現場打カルバート工 ３－８－４ 現場打カルバート工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３－８－５ プレキャストカルバート工 ３－８－５ プレキャストカルバート工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

第９節 小型水路工 第９節 小型水路工

３－９－１ ［略］ ３－９－１ ［略］

３－９－２ 側溝工 ３－９－２ 側溝工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

３－９－３ ［略］ ３－９－３ ［略］

３－９－４ 集水桝工 ３－９－４ 集水桝工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

３－９－５ 地下排水工 ３－９－５ 地下排水工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

第10節 落石防護工 第10節 落石防護工

３－10－１ ［略］ ３－10－１ ［略］

３－10－２ 落石防止網工 ３－10－２ 落石防止網工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３－10－３ 落石防止柵工 ３－10－３ 落石防止柵工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

受注者は，プレキャストＬ型擁壁，プレキャスト逆Ｔ型擁壁の目地施工において，十分密着させ，
背面土砂が吸い出されないようにしなければならない。

受注者は，プレキャストＬ型擁壁，プレキャスト逆Ｔ型擁壁の目地施工において，付着，水密性を
保つよう施工しなければならない。



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

第11節 構造物撤去工 第11節 構造物撤去工

３－11－１ 取壊し工 ３－11－１ 構造物取壊し工

第12節 ［略］ 第12節 ［略］

第13節 路面排水工 第13節 路面排水工

３－13－１ ［略］ ３－13－１ ［略］

３－13－２ 側溝工 ３－13－２ 側溝工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

３－13－３ ～ ３－13－４ ［略］ ３－13－３ ～ ３－13－４ ［略］

第14節 付帯施設工 第14節 付帯施設工

３－14－１ ～ ３－14－２ ［略］ ３－14－１ ～ ３－14－２ ［略］

３－14－３ 標識工 ３－14－３ 標識工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

（１） ［略］ （１） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

（ア）　［略］ ① ［略］

（イ）　［略］ ② ［略］

（ウ）　［略］ ③ ［略］

（エ）　［略］ ④ ［略］

（オ）　［略］ ⑤

（カ）　［略］ ⑥

イ　［略］ ２） ［略］

（ア）　［略］ ① ［略］

（イ）　［略］ ② ［略］

（ウ）　［略］ ③ ［略］

（エ）　［略］ ④ ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

（ア）　［略］ ① ［略］

（イ）　［略］ ② ［略］

（ウ）　［略］ ③ ［略］

（エ）　反射シート ④ 反射シート

　構造物の取壊しに当たっては，第１編３－19－３取壊し工の規定によるものとする。 　構造物取壊しの施工については，第１編３－19－３構造物取壊し工の規定によるものとする。



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

（２）～（３） ［略］ （２）～（３） ［略］

３　［略］ ３．［略］

（１） ［略］ （１） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

オ　［略］ ５） ［略］

表3－14－1 反射性能（反射シートの再帰反射係数） 

 観測角ﾟ 入射角ﾟ 白 黄 赤 青 緑 

封
入
レ
ン
ズ
型 

12ﾟ 
(0.2ﾟ) 

５ﾟ 70 50 15 4.0 9.0 
30ﾟ 30 22 6.0 1.7 3.5 
40ﾟ 10 7.0 2.0 0.5 1.5 

20ﾟ 
(0.33ﾟ) 

５ﾟ 50 35 10 2.0 7.0 
30ﾟ 24 16 4.0 1.0 3.0 
40ﾟ 9.0 6.0 1.8 0.4 1.2 

2.0ﾟ 
５ﾟ 5.0 3.0 0.8 0.2 0.6 
30ﾟ 2.5 1.5 0.4 0.1 0.3 
40ﾟ 1.5 1.0 0.3 0.06 0.2 

カ
プ
セ
ル
レ
ン
ズ
型 

12ﾟ 
(0.2ﾟ) 

５ﾟ 250 170 45 20 45 
30ﾟ 150 100 25 11 25 
40ﾟ 110 70 16 8.0 16 

20ﾟ 
(0.33ﾟ) 

５ﾟ 180 122 25 14 21 
30ﾟ 100 57 14 7.0 11 
40ﾟ 95 54 13 7.0 11 

2.0ﾟ 
５ﾟ 5.0 3.0 0.8 0.2 0.6 
30ﾟ 2.5 1.5 0.4 0.1 0.3 
40ﾟ 1.5 1.0 0.3 0.06 0.2 

(旧)
広
角
プ
リ
ズ
ム
型 

12ﾟ 
(0.2ﾟ) 

５ﾟ 430 350 70 30 45 
30ﾟ 235 190 45 16 23 

20ﾟ 
(0.33ﾟ) 

５ﾟ 300 250 45 20 33 
30ﾟ 150 130 20 10 18 

30ﾟ 
(0.5ﾟ) 

５ﾟ 250 200 40 18 25 
30ﾟ 170 140 20 12 19 

1.0ﾟ 
５ﾟ 80 65 12 4.0 9.0 
30ﾟ 50 40 8.0 2.5 5.0 

封
印
プ
リ
ズ
ム
型 

12ﾟ 
(0.2ﾟ) 

５ﾟ 70 50 15 4.0 9.0 
30ﾟ 30 22 6.0 1.7 3.5 

20ﾟ 
(0.33ﾟ) 

５ﾟ 50 35 10 2.0 7.0 
30ﾟ 24 16 4.0 1.0 3.0 

30ﾟ 
(0.5ﾟ) 

５ﾟ 30 25 7.5 2.0 4.5 
30ﾟ 15 13 4.0 1.0 2.2 

1.0ﾟ 
５ﾟ 20 16 5.0 1.2 3.0 
30ﾟ 12 10 3.0 0.8 1.8 

カ
プ
セ
ル
プ
リ
ズ
ム

型 

12ﾟ 
(0.2ﾟ) 

５ﾟ 250 170 45 20 45 
30ﾟ 150 100 25 11 25 

20ﾟ 
(0.33ﾟ) 

５ﾟ 180 122 25 14 21 
30ﾟ 100 67 14 7.0 11 

30ﾟ 
(0.5ﾟ) 

５ﾟ 150 110 25 13 21 
30ﾟ 72 54 13 6.0 10 

1.0ﾟ 
５ﾟ 20 16 5.0 1.2 3.0 
30ﾟ 12 10 3.0 0.8 1.8 

広
角
プ
リ
ズ
ム
型 

12ﾟ 
(0.2ﾟ) 

５ﾟ 570 380 75 50 70 
30ﾟ 235 190 45 16 25 

20ﾟ 
(0.33ﾟ) 

５ﾟ 400 280 54 30 50 
30ﾟ 170 140 20 12 19 

30ﾟ 
(0.5ﾟ) 

５ﾟ 300 230 45 30 45 
30ﾟ 170 140 20 12 19 

1.0ﾟ 
５ﾟ 120 70 14 5.0 10 
30ﾟ 50 40 8.0 2.5 5.0 

注）試験及び測定方法は，ＪＩＳ Ｚ 9117（再帰性反射材）による。 

 

表3－14－1 反射性能（反射シートの再帰反射係数） 

 観測角ﾟ 入射角ﾟ 白 黄 赤 青 緑 

封
入
レ
ン
ズ
型 

12ﾟ 
(0.2ﾟ) 

５ﾟ 70 50 15 4.0 9.0 
30ﾟ 30 22 6.0 1.7 3.5 
40ﾟ 10 7.0 2.0 0.5 1.5 

20ﾟ 
(0.33ﾟ) 

５ﾟ 50 35 10 2.0 7.0 
30ﾟ 24 16 4.0 1.0 3.0 
40ﾟ 9.0 6.0 1.8 0.4 1.2 

2.0ﾟ 
５ﾟ 5.0 3.0 0.8 0.2 0.6 
30ﾟ 2.5 1.5 0.4 0.1 0.3 
40ﾟ 1.5 1.0 0.3 0.06 0.2 

カ
プ
セ
ル
レ
ン
ズ
型 

12ﾟ 
(0.2ﾟ) 

５ﾟ 250 170 45 20 45 
30ﾟ 150 100 25 11 25 
40ﾟ 110 70 16 8.0 16 

20ﾟ 
(0.33ﾟ) 

５ﾟ 180 122 25 14 21 
30ﾟ 100 67 14 7.0 11 
40ﾟ 95 64 13 7.0 11 

2.0ﾟ 
５ﾟ 5.0 3.0 0.8 0.2 0.6 
30ﾟ 2.5 1.5 0.4 0.1 0.3 
40ﾟ 1.5 1.0 0.3 0.06 0.2 

(旧)
広
角
プ
リ
ズ
ム
型 

12ﾟ 
(0.2ﾟ) 

５ﾟ 430 350 70 30 45 
30ﾟ 235 190 45 16 23 

20ﾟ 
(0.33ﾟ) 

５ﾟ 300 250 45 20 33 
30ﾟ 150 130 20 10 18 

30ﾟ 
(0.5ﾟ) 

５ﾟ 250 200 40 18 25 
30ﾟ 170 140 20 12 19 

1.0ﾟ 
５ﾟ 80 65 12 4.0 9.0 
30ﾟ 50 40 8.0 2.5 5.0 

封
印
プ
リ
ズ
ム
型 

12ﾟ 
(0.2ﾟ) 

５ﾟ 70 50 15 4.0 9.0 
30ﾟ 30 22 6.0 1.7 3.5 

20ﾟ 
(0.33ﾟ) 

５ﾟ 50 35 10 2.0 7.0 
30ﾟ 24 16 4.0 1.0 3.0 

30ﾟ 
(0.5ﾟ) 

５ﾟ 30 25 7.5 2.0 4.5 
30ﾟ 15 13 4.0 1.0 2.2 

1.0ﾟ 
５ﾟ 20 16 5.0 1.2 3.0 
30ﾟ 12 10 3.0 0.8 1.8 

カ
プ
セ
ル
プ
リ
ズ
ム

型 

12ﾟ 
(0.2ﾟ) 

５ﾟ 250 170 45 20 45 
30ﾟ 150 100 25 11 25 

20ﾟ 
(0.33ﾟ) 

５ﾟ 180 122 25 14 21 
30ﾟ 100 67 14 7.0 11 

30ﾟ 
(0.5ﾟ) 

５ﾟ 150 110 25 13 21 
30ﾟ 72 54 13 6.0 10 

1.0ﾟ 
５ﾟ 20 16 5.0 1.2 3.0 
30ﾟ 12 10 3.0 0.8 1.8 

広
角
プ
リ
ズ
ム
型 

12ﾟ 
(0.2ﾟ) 

５ﾟ 570 380 75 50 70 
30ﾟ 235 190 45 16 25 

20ﾟ 
(0.33ﾟ) 

５ﾟ 400 280 54 30 50 
30ﾟ 170 140 20 12 19 

30ﾟ 
(0.5ﾟ) 

５ﾟ 300 230 45 30 45 
30ﾟ 170 140 20 12 19 

1.0ﾟ 
５ﾟ 120 70 14 5.0 10 
30ﾟ 50 40 8.0 2.5 5.0 

注）試験及び測定方法は，ＪＩＳ Ｚ 9117（再帰性反射材）による。 

 



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

カ　［略］ ６） ［略］

キ　［略］ ７） ［略］

ク　［略］ ８） ［略］

ケ　［略］ ９） ［略］

コ　［略］ 10） ［略］

サ　［略］ 11） ［略］

シ　［略］ 12） ［略］

ス　［略］ 13） ［略］

セ　［略］ 14） ［略］

ソ　［略］ 15） ［略］

タ　［略］ 16） ［略］

チ　［略］ 17） ［略］

ツ　［略］ 18） ［略］

テ　［略］ 19） ［略］

ト　［略］ 20） ［略］

ナ　［略］ 21） ［略］

（２）～（３） ［略］ （２）～（３） ［略］

３－14－４ 区画線工 ３－14－４ 区画線工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

３－14－５ 縁石工 ３－14－５ 縁石工

３－14－６ ［略］ ３－14－６ ［略］

３－14－７ 付属物工 ３－14－７ 付属物工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

第４章 水路トンネル工事 第４章 水路トンネル工事

第１節 ［略］ 第１節 ［略］

第２節 一般事項 第２節 一般事項

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

第３節 ［略］ 第３節 ［略］

第４節 構造物撤去工 第４節 構造物撤去工

４－４－１ 取壊し工 ４－４－１ 構造物取壊し工

第５節 トンネル工 第５節 トンネル工

４－５－１ トンネル掘削工 ４－５－１ トンネル掘削工

１　［略］ １．［略］

（１） ［略］ （１） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

　構造物の取壊しに当たっては，第１編３－19－３取壊し工の規定によるものとする。 　構造物取壊しの施工については，第１編３－19－３構造物取壊し工の規定によるものとする。



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

オ　［略］ ５） ［略］

カ　［略］ ６） ［略］

キ　［略］ ７） ［略］

ク　［略］ ８） ［略］

ケ　［略］ ９） ［略］

コ　［略］ 10） ［略］

サ　［略］ 11） ［略］

（２） ［略］ （２） ［略］

（３） ［略］ （３） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

（ア）　［略］ ① ［略］

（イ）　［略］ ② ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

（ア）　［略］ ① ［略］

（イ）　［略］ ② ［略］

（ウ）　［略］ ③ ［略］

（エ）　［略］ ④ ［略］

（オ）　［略］ ⑤ ［略］

２　［略］ ２．［略］

（１） （１）

（２） （２）

（３） ［略］ （３） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

（ア） ①

（イ）　［略］ ② ［略］

（ウ）　［略］ ③ ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

（ア）　［略］ ① ［略］

（イ）　［略］ ② ［略］

（ウ）　［略］ ③ ［略］

（エ）　［略］ ④ ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

（ア）　［略］ ① ［略］

（イ）　［略］ ② ［略］

（ウ）　［略］ ③ ［略］

（エ）　［略］ ④ ［略］

（オ）　［略］ ⑤ ［略］

（カ）　［略］ ⑥ ［略］

（キ）　［略］ ⑦ ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

オ　［略］ ５） ［略］

（ア）　［略］ ① ［略］

（イ）　［略］ ② ［略］

（ウ）　［略］ ③ ［略］

（エ）　［略］ ④ ［略］

（オ）　［略］ ⑤ ［略］

（カ）　［略］ ⑥ ［略］

カ　［略］ ６） ［略］

（ア）　［略］ ① ［略］

　トンネル掘削の施工については，本条１　矢板工法（１）トンネル掘削の規定によるものとする。 　トンネル掘削の施工については，本条１．矢板工法（１）トンネル掘削の規定によるものとする。

　坑内運搬の施工については，本条１　矢板工法（２）坑内運搬の規定によるものとする。 　坑内運搬の施工については，本条１．矢板工法（２）坑内運搬の規定によるものとする。

　支保工の施工については，本条１　矢板工法（３）支保工の規定によるものとする。 　支保工の施工については，本条１．矢板工法（３）支保工の規定によるものとする。



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

（イ）　［略］ ② ［略］

キ　［略］ ７） ［略］

（ア）　［略］ ① ［略］

（イ）　［略］ ② ［略］

（ウ）　［略］ ③ ［略］

（エ）　［略］ ④ ［略］

４－５－２ 覆工 ４－５－２ 覆工

１　［略］ １．［略］

（１） ［略］ （１） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

（２） ［略］ （２） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

（３） ［略］ （３） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

オ　［略］ ５） ［略］

カ　［略］ ６） ［略］

キ　［略］ ７） ［略］

ク　［略］ ８） ［略］

ケ　［略］ ９） ［略］

コ　［略］ 10） ［略］

（４） ［略］ （４） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

２　［略］ ２．［略］

（１） ［略］ （１） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

（２） ［略］ （２） ［略］

（３） ［略］ （３） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

オ　［略］ ５） ［略］

カ　［略］ ６） ［略］

キ　［略］ ７） ［略］

ク　［略］ ８） ［略］

（４） インバートコンクリート （４） インバートコンクリート



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

４－５－３ ～ ４－５－４ ［略］ ４－５－３ ～ ４－５－４ ［略］

第６節 抗門工 第６節 抗門工

４－６－１ ［略］ ４－６－１ ［略］

４－６－２ コンクリート工 ４－６－２ コンクリート工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

第７節 トランジション工 第７節 トランジション工

４－７－１ ［略］ ４－７－１ ［略］

４－７－２ トランジション工 ４－７－２ トランジション工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

第８節 ［略］ 第８節 ［略］

第５章 水路工事 第５章 水路工事

第１節 ［略］ 第１節 ［略］

第２節 一般事項 第２節 一般事項

５－２－１ ［略］ ５－２－１ ［略］

５－２－２ 一般事項 ５－２－２ 一般事項

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

第３節 ［略］ 第３節 ［略］

第４節 構造物撤去工 第４節 構造物撤去工

５－４－１ 取壊し工 ５－４－１ 構造物取壊し工

第５節 ［略］ 第５節 ［略］

第６節 開渠工 第６節 開渠工

５－６－１ ［略］ ５－６－１ ［略］

５－６－２ 現場打ち開渠工 ５－６－２ 現場打ち開渠工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　. ４．

５　. ５．

５－６－３ プレキャスト開渠工 ５－６－３ プレキャスト開渠工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　. ５．

第７節 暗渠工 第７節 暗渠工

５－７－１ ［略］ ５－７－１ ［略］

インバートコンクリートの施工については，本条１ 矢板工法（４）インバートコンクリートの規
定によるものとする。

インバートコンクリートの施工については，本条１．矢板工法（４）インバートコンクリートの規
定によるものとする。

　構造物の取壊しに当たっては，第１編３－19－３取壊し工の規定によるものとする。 　構造物取壊しの施工については，第１編３－19－３構造物取壊し工の規定によるものとする。

　型枠及び支保の施工については，第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。 　型枠工の施工については，第１編３－８－２型枠の規定によるものとする。

　足場の施工については，第１偏３－20－11足場工の規定によるものとする。 　足場の施工については，第１偏３－８－４足場の規定によるものとする。

　足場の施工については，第１偏３－20－11足場工の規定によるものとする。 　足場の施工については，第１偏３－８－４足場の規定によるものとする。



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

５－７－２ 現場打ち暗渠工 ５－７－２ 現場打ち暗渠工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ６．［略］

４　. ７．

５　. ８．

５－７－３ プレキャスト暗渠工 ５－７－３ プレキャスト暗渠工

１　. １．

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

第８節 分水工 第８節 分水工

５－８－１ ［略］ ５－８－１ ［略］

５－８－２ 分水工 ５－８－２ 分水工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　. ４．

第９節 ～ 第10節 ［略］ 第９節 ～ 第10節 ［略］

第11節 擁壁工 第11節 擁壁工

５－11－１ ［略］ ５－11－１ ［略］

５－11－２ 現場打ち擁壁工 ５－11－２ 現場打ち擁壁工

１　［略］ １．［略］

２　. ２．

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

５－11－３ プレキャスト擁壁工 ５－11－３ プレキャスト擁壁工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

５－11－４ ～ ５－11－５ ［略］ ５－11－４ ～ ５－11－５ ［略］

第12節 ～ 第15節 ［略］ 第12節 ～ 第15節 ［略］

第６章 排水路工事，河川工事 第６章 排水路工事・河川工事

第１節 適用 第１節 適用

６－１－１ 適用 ６－１－１ 適用

第２節 ～ 第３節 ［略］ 第２節 ～ 第３節 ［略］

第４節 構造物撤去工 第４節 構造物撤去工

６－４－１ 一般事項 ６－４－１ 構造物取壊し工

［削る］ １．一般事項

１ （１）

２ （２）

本章は，排水路工事，河川工事に係る矢板護岸工，法覆護岸その他これらに類する工種について適
用するものとする。

本章は，河川及び排水路工事に係る矢板護岸工，法覆護岸その他これらに類する工種について適用
するものとする。

構造物撤去工としてコンクリート構造物取壊し，道路施設撤去，旧橋撤去その他これらに類する工
種について定めるものとする。

構造物撤去工としてコンクリート構造物取壊し，道路施設撤去，旧橋撤去その他これらに類する工
種について定めるものとする。

受注者は，工事の施工に伴い生じた建設副産物について，第１編１－１－23建設副産物の規定によ
らなければならない。

受注者は，工事の施工に伴い生じた建設副産物について，第１編１－１－22建設副産物の規定によ
らなければならない。

　型枠及び支保の施工については，第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。 　型枠工の施工については，第１編３－８－２型枠の規定によるものとする。

　足場の施工については，第１偏３－20－11足場工の規定によるものとする。 　足場の施工については，第１偏３－８－４足場の規定によるものとする。

　基礎工の施工については，第１編第３章第４節基礎工の規定によるものとする。 　礎の施工については，第１編第３章第４節基礎工の規定によるものとする。

型枠，支保及び足場の施工については，第１編第３章第８節型枠及び支保，第１編３－20－11足場
工の規定によるものとする。

型枠及び支保，足場の施工については，第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとす
る。

　型枠及び支保の施工については，第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。 　型枠の施工については，第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。
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３ （３）

［削る］ ２．構造物取壊し工

６－４－２ 取壊し工 ［新設］

第５節 矢板護岸工 第５節 矢板護岸工

６－５－１ ［略］ ６－５－１ ［略］

６－５－２ 笠コンクｒ－ト工 ６－５－２ 笠コンクｒ－ト工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

６－５－３ ［略］ ６－５－３ ［略］

第６節 法覆護岸工 第６節 法覆護岸工

６－６－１ 一般 ６－６－１ 一般

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６－６－２ ［略］ ６－６－２ ［略］

６－６－３ コンクリートブロック工 ６－６－３ コンクリートブロック工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　. ５．

６　. ６．

７　. ７．

８　［略］ ８．［略］

６－６－４ 多自然型護岸工 ６－６－４ 多自然型護岸工

１　［略］ １．［略］

２　. ２．

３　. ３．

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６－６－５ ［略］ ６－６－５ ［略］

６－６－５ 羽口工 ６－６－５ 羽口工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

第７節 根固め工 第７節 根固め工

６－７－１ 作業土工 ６－７－１ 作業土工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

６－７－２ 根固めブロック工 ６－７－２ 根固めブロック工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

　構造物の取壊しにあたっては，第１編３－19－３取壊し工の規定によるものとする。

　構造物取壊し工の施工については，第１編３－19－３構造物取壊し工の規定によるものとする。

石張り，石積み工の施工については，第１編第３章第５節石，ブロック積（張）工の規定によるも
のとする。

石張り，石積み工の施工については，第１編第３章第５節石・ブロック積（張）工の規定によるも
のとする。

　木杭の施工については，第１編３－４－２既製杭工３　木杭工の規定によるものとする。 　木杭の施工については，第１編３－４－２既製杭工３．木杭工の規定によるものとする。

巨石張り（積み），巨石据付及び雑割石張りの施工については，第１編第３章第５節石，ブロック
積（張）工の規定によるものとする。

巨石張り（積み），巨石据付及び雑割石張りの施工については，第１編第３章第５節石・ブロック
積（張）工の規定によるものとする。

受注者は，コンクリート殻等の運搬処理を行うに当たり，運搬物が飛散しないよう適正に処理を行
わなければならない。

受注者は，コンクリート殻等の運搬処理を行うに当たり，運搬物が飛散しないよう適正に処理を行
わなければならない。

緑化ブロック工の施工については，第１編第３章第５節石，ブロック積（張）工の規定によるもの
とする。

緑化ブロック工の施工については，第１編第３章第５節石・ブロック積（張）工の規定によるもの
とする。

環境護岸ブロック工の施工については，第１編第３章第５節石，ブロック積（張）工の規定による
ものとする。

環境護岸ブロック工の施工については，第１編第３章第５節石・ブロック積（張）工の規定による
ものとする。
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３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

６－７－３ 捨石工 ６－７－３ 捨石工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

６－７－４ 沈床工 ６－７－４ 沈床工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

９　［略］ ９．［略］

10　［略］ 10．［略］

11　［略］ 11．［略］

12　［略］ 12．［略］

13　［略］ 13．［略］

第８節 柵渠工 第８節 柵渠工

６－８－１ ［略］ ６－８－１ ［略］

６－８－２ 柵渠工 ６－８－２ 柵渠工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

第９節 合流工 第９節 合流工

６－９－１ 一般 ６－９－１ 一般

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

６－９－２ 作業土工 ６－９－２ 作業土工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

６－９－３ ～ ６－９－５ ［略］ ６－９－３ ～ ６－９－５ ［略］

６－９－６ 合流工 ６－９－６ 合流工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］
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４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

９　［略］ ９．［略］

10　［略］ 10．［略］

11　［略］ 11．［略］

12　［略］ 12．［略］

13　［略］ 13．［略］

第10節 ～ 第15節 ［略］ 第10節 ［略］

第７章 管水路工事 第７章 管水路工事

第１節 ［略］ 第１節 ［略］

第２節 一般事項 第２節 一般事項

７－２－１ 適用すべき諸基準 ７－２－１ 適用すべき諸基準

（１）～（13） ［略］ （１）～（13） ［略］

（14） （14）

［削る］ （15）

（15）～（23） ［略］ （16）～（23） ［略］

（24） （24）

（25） ［略］ （25） ［略］

７－２－２ 一般事項 ７－２－２ 一般事項

１　［略］ １．［略］

２　布設接合 ２．布設接合

（１）～（８） ［略］ （１）～（８） ［略］

（９） （９）

（10） （10）

（11）～（15） ［略］ （11）～（15） ［略］

（16） （16）

［削る］ ３．枕木及び梯子胴木基礎工

３　構造物工 ［略］ ４．構造物工 ［略］

第３節 ［略］ 第３節 ［略］

第４節 構造物撤去工 第４節 構造物撤去工

７－４－１ 取壊し工 ７－４－１ 構造物取壊し工

第５節 管体基礎工 第５節 管体基礎工

７－５－１ 砂基礎工 ７－５－１ 砂基礎工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

ＦＲＰＭ－Ｚ－2010（鋼製異形管）遠心力成形管用ＪＤＰＡ－Ｚ－2010（ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗装）

ＪＤＰＡ Ｗ 2010（Ｔ形ダクタイル鉄管接合要領書）

ＪＩＳ　Ｇ　3443-3 (水輸送用塗覆装鋼管－第３部：長寿命形外面プラスチック被覆) ＪＩＳ Ｇ 3443-3 (水輸送用塗覆装鋼管－第３部：外面プラスチック被覆)

受注者は，たて込み簡易土留を使用し管布設を行う場合，クレーン等安全規則74条の２，労働安全
衛生規則第164条２項及び３項，平成４年８月24日付け基発第480号及び平成４年10月１日付け基発第
542号労働省労働基準局長通達，平成14年３月29日付基安発0329003号（土止め先行工法）厚生労働省
労働基準局安全衛生部長通達を遵守しなければならない。

受注者は，たて込み簡易土留を使用し管布設を行う場合，クレーン等安全規則74 条の２及び労働安
全衛生規則第164条２項及び３項，並びに平成４年10月１日付け基発第542号労働省労働基準局長通
達，平成14年３月29日付基安発0329003号（土止め先行工法）厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達
を遵守する。

なお，管長が５ｍ以上で呼び径700mm 以上を布設する場合，管搬入口を30ｍに一箇所以上設けるも
のとするが，腹起こし等でこれによらない場合は，別途設計図書によるものとする。

受注者は，設計図書に示す場合を除き，管継手，バルブ，可とう管，継輪等の据付に使用するボル
ト及びナットは，地上露出部及び構造物内はステンレスを使用し，地下埋設物部及びコンクリ－トに
覆われる部分はＦＣＤ製を使用するものとする。

ただし，バルブ等でフランジ継手のものは，これに関わらず，ステンレス製を使用するものとす
る。

また，ダクタイル鋳鉄管のうち地殻変動が予想される管路や高度な耐震性が要求される管路に使用
するＳ，ＳⅡ，ＵＳ形継手についてはステンレスを使用するものとする。

受注者は，設計図書に示す場合を除き，管継手，バルブ，可とう管，継輪等の据付に使用するボル
ト，ナットは，地上露出部及び構造物内はステンレスを使用し，地下埋設物部及びコンクリ－トに覆
われる部分はＦＣＤ製を使用するものとする。

ただし，バルブ等でフランジ継手のものは，これに関わらず，ステンレス製を使用するものとす
る。

また，ダクタイル鋳鉄管のうち地殻変動が予想される管路や高度な耐震性が要求される管路に使用
するＳ，ＳⅡ，ＵＳ形継手についてはステンレスを使用するものとする。

　構造物の取壊しに当たっては，第１編３－19－３取壊し工の規定によるものとする。 　構造物取壊しの施工については，第１編３－19－３構造物取壊し工の規定によるものとする。

受注者は，たて込み簡易土留において捨梁を使用する場合，基床部内に捨梁を存置してはならな
い。

受注者は，たて込み簡易土留において捨梁を使用する場合，砂基礎内に捨梁を存置してはならな
い。
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４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７－５－２ ～ ７－５－３ ［略］ ７－５－２ ～ ７－５－３ ［略］

第６節 管体工 第６節 管体工

７－６－１ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 ７－６－１ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７－６－２ 強化プラスチック複合管布設工 ７－６－２ 強化プラスチック複合管布設工

１　［略］ １．［略］

２　鋼製異形管 ２．鋼製異形管

（１） （１）

（２） ［略］ （２） ［略］

７－６－３ ダクタイル鋳鉄管布設工 ７－６－３ ダクタイル鋳鉄管布設工

１　［略］ １．［略］

（１） ［略］ （１） ［略］

（２） （２）

２　［略］ ２．［略］

７－６－４ 鋼管布設工 ７－６－４ 鋼管布設工

１　［略］ １．［略］

（１） ［略］ （１） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

オ　［略］ ５） ［略］

カ　［略］ ６） ［略］

キ　［略］ ７） ［略］

（２） ［略］ （２） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

オ　［略］ ５） ［略］

カ　［略］ ６） ［略］

キ　［略］ ７） ［略］

ク　［略］ ８） ［略］

ケ　［略］ ９） ［略］

コ　［略］ 10） ［略］

（ア）　［略］ ① ［略］

（イ）　［略］ ② ［略］

（ウ）　［略］ ③ ［略］

（エ）　［略］ ④ ［略］

（オ）　［略］ ⑤ ［略］

（カ）　［略］ ⑥ ［略］

（キ）　［略］ ⑦ ［略］

鋼製異形管，鋼製可とう管の継手，鋼製継輪の製作については，ＦＲＰＭ－Ｇ－112の規定によるも
のとする。据付については，本章７－６－４鋼管布設工の規定によるものとする。

鋼製異形管，鋼製可とう管の継手，鋼製継輪の製作については，ＦＲＰＭ－Ｇ－112－2009の規定に
よるものとする。据付については，本章７－６－４鋼管布設工の規定によるものとする。

　ボルトの締付けに当たっては，前条２ 鋼製異形管（２）の規定によるものとする。 ボルトの締付けに当たっては，本章７－６－２強化プラスチック複合管布設工２．鋼製異形管
（２）の規定によるものとする。



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

（ク）　［略］ ⑧ ［略］

（ケ）　［略］ ⑨ ［略］

サ　［略］ 11） ［略］

シ　［略］ 12） ［略］

（３） ［略］ （３） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

オ　［略］ ５） ［略］

カ　［略］ ６） ［略］

キ　［略］ ７） ［略］

２　［略］ ２．［略］

（１） ［略］ （１） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

（２） ［略］ （２） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

オ　［略］ ５） ［略］

カ　［略］ ６） ［略］

キ　［略］ ７） ［略］

ク　［略］ ８） ［略］

（３） ［略］ （３） ［略］

ア １）

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

３　［略］ ３．［略］

７－６－５ 弁設置工 ７－６－５ 弁設置工

　継手溶接部の内外面塗覆装は，本条１工場製作（３）塗覆装の規定によるものとする。
　なお，呼び径800mm未満では人力による内面塗装を行わないことを原則とする。

ただし，内面塗装の施工管理，品質管理及び安全管理が確実に行われている場合は，この限りでは
ない。

継手溶接部の内外面塗覆装は，本条１．工場製作（３）塗覆装の規定によるものとする。なお，呼
び径800mm 未満では人力による内面塗装を行わないものとする。

表7－6－1 外面塗装仕様 

管 種 塗   覆   装   仕   様 厚 さ 

直 管 

プラスチック被覆 

「水輸送用塗覆装鋼管－第３部：外面プラスチック被覆 

（ＪＩＳ Ｇ 3443-3）」 

「農業用プラスチック被覆鋼管（ＷＰＳ Ａ－101）」 

2.0mm

以上 

テーパ

付 き

直 管 

プラスチック被覆 

「水輸送用塗覆装鋼管－第３部：外面プラスチック被覆 

（ＪＩＳ Ｇ 3443-3）」 

「農業用プラスチック被覆鋼管（ＷＳＰ Ａ－101）」 

2.0mm

以上 

異形管 

プラスチック被覆 

「水輸送用塗覆装鋼管－第３部：外面プラスチック被覆 

（ＪＩＳ Ｇ 3443-3）」 

「農業用プラスチック被覆鋼管（ＷＳＰ Ａ－101）」 

2.0mm

以上 

 

表7－6－1 外面塗装仕様 

管 種 塗   覆   装   仕   様 厚 さ 

直 管 

プラスチック被覆 

「水輸送用塗覆装鋼管－第３部：長寿命形外面プラスチック被覆 

（ＪＩＳ Ｇ 3443-3）」 

「農業用プラスチック被覆鋼管（ＷＰＳ Ａ－101）」 

2.0mm

以上 

テーパ

付 き

直 管 

プラスチック被覆 

「水輸送用塗覆装鋼管－第３部：長寿命形外面プラスチック被覆 

（ＪＩＳ Ｇ 3443-3）」 

「農業用プラスチック被覆鋼管（ＷＳＰ Ａ－101）」 

2.0mm

以上 

異形管 

プラスチック被覆 

「水輸送用塗覆装鋼管－第３部：長寿命形外面プラスチック被覆 

（ＪＩＳ Ｇ 3443-3）」 

「農業用プラスチック被覆鋼管（ＷＳＰ Ａ－101）」 

2.0mm

以上 
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１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　. ４．

５　［略］ ５．［略］

第７節 分水弁室工 第７節 分水弁室工

７－７－１ ［略］ ７－７－１ ［略］

７－７－２ 弁室工 ７－７－２ 弁室工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

７－７－３ 付帯施設設置工 ７－７－２ 弁室工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

第８節 ～ 第11節 ［略］ 第８節 ～ 第11節 ［略］

第12節 減圧水槽工 第12節 減圧水槽工

７－12－１ ［略］ ７－12－１ ［略］

７－12－２ 減圧水槽工 ７－12－２ 減圧水槽工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

７－12－３ ［略］ ７－12－３ ［略］

第13節 スラストブロック工 第13節 スラストブロック工

７－13－１ スラストブロック工 ７－13－１ スラストブロック工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

第14節 付帯工 第14節 付帯工

７－14－１ ［略］ ７－14－１ ［略］

７－14－１ 埋設物表示工 ７－14－１ 埋設物表示工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

第15節 ～ 第18節 ［略］ 第15節 ～ 第18節 ［略］

第８章 畑かん施設工事 第８章 畑かん施設工事

第１節 ～ 第３節 ［略］ 第１節 ～ 第３節 ［略］

第４節 構造物撤去工 第４節 構造物撤去工

８－４－１ 取壊し工 ８－４－１ 構造物取壊し工

第５節 ～ 第12節 ［略］ 第５節 ～ 第12節 ［略］

第10章 フィルダム工事 第10章 フィルダム工事

第１節 ［略］ 第１節 ［略］

第２節 一般事項 第２節 一般事項

受注者は，ボルトの締付けについて，本章７－６－２強化プラスチック複合管布設工２ 鋼製異形
管の（２）の規定によるものとする。

受注者は，ボルトの締付けについて，本章７－６－２強化プラスチック複合管布設工２．鋼製異形
管の（２）の規定によるものとする。

　構造物の取壊しに当たっては，第１編３－19－３取壊し工の規定によるものとする。 　構造物取壊しの施工については，第１編３－19－３構造物取壊し工の規定によるものとする。
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10－２－１ ［略］ 10－２－１ ［略］

10－２－２ 一般事項 10－２－２ 一般事項

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

第３節 ［略］ 第３節 ［略］

第４節 基礎掘削工 第４節 基礎掘削工

10－４－１ 堤体頂部及び堤体部掘削 10－４－１ 堤体頂部掘削，10－４－２ 堤体部掘削

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

（１） ［略］ （１） ［略］

（２） （２）

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

（１）～（２） ［略］ （１）～（２） ［略］

（３） ［略］ （３） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

（４）～（５） ［略］ （４）～（５） ［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

第５節 原石採取工 第５節 原石採取工

10－５－１ 原石山表土廃棄岩処理 10－５－１ 原石山表土廃棄岩処理

10－５－２ 盛立材採取工 10－５－２ 盛立材採取工

１　［略］ １．［略］

（１） ［略］ （１） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

（２）～（３） ［略］ （２）～（３） ［略］

（４） ［略］ （４） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

２　［略］ ２．［略］

第６節 ～ 第７節 ［略］ 第６節 ～ 第７節 ［略］

第８節 フィルダム堤体工 第８節 フィルダム堤体工

10－８－１ 盛立工 10－８－１ 盛立工

１　［略］ １．［略］

（１） ［略］ （１） ［略］

（２） ［略］ （２） ［略］

２　［略］ ２．［略］

掘削は，土砂掘削（転石等を服務）及び岩盤掘削に分類し，その判定は設計図書に示す判定要領に
基づき監督職員が行うものとする。
　ただし，本条５　基礎地盤面の処理（３）に示す仕上げ掘削は，岩盤掘削に含むものとする。

掘削は，次の２種類に分類し，その判定は設計図書に示す判定要領に基づき監督職員が行うものと
する。
　（１）土砂掘削（転石等を含む）
　（２）岩盤掘削
　ただし，本条５．基礎地盤面の処理（３）に示す仕上げ掘削は，岩盤掘削に含むものとする。

受注者は，本条２ 過掘の処理（１）の埋戻材料及び施工方法について監督職員の承諾を得るもの
とする。

受注者は，本条２．過掘の処理（１）の埋戻材料及び施工方法について監督職員の承諾を得るもの
とする。

　原石山表土廃棄岩処理については，第１編１－１－23建設副産物の規定によるものとする。 　原石山表土廃棄岩処理については，第１編１－１－22建設副産物の規定によるものとする。

受注者は，次の場合には監督職員の指示に従い，本章10－４―１堤体頂部及び堤体部掘削５ 基礎
地盤面の処理（５）の基礎地盤清掃を行い，盛立直前に監督職員の再確認を受けなければならない。

受注者は，次の場合には監督職員の指示に従い，本章10－４―２堤体部掘削２．基礎地盤面の処理
（５）の基礎地盤清掃を行い，盛立直前に監督職員の再確認を受けなければならない。
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（１）～（４） ［略］ （１）～（４） ［略］

（５） ［略］ （５） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

（６） ［略］ （６） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

（７）～（11） ［略］ （７）～（11） ［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　フィルタ，トランジションの盛立 ５．フィルタ，トランジションの盛立

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

10－８－２ 埋設計器 10－８－２ 埋設計器

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

10－８－３ ～ 10－８－４ ［略］ 10－８－３ ～ 10－８－４ ［略］

第９節 監査廊 第９節 監査廊

10－９－１ 掘削工 10－９－１ 掘削工

10－９－２ コンクリ－ト工 10－９－２ コンクリ－ト工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

10－９－３ 埋設工 10－９－３ 埋設工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

10－９－４ 継目工 10－９－４ 継目工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

10－９－５ ［略］ 10－９－５ ［略］

第10節 ［略］ 第10節 ［略］

第11節 グラウチング工 第11節 グラウチング工

10－11－１ コンソリデーショングラウチング工 10－11－１ コンソリデーショングラウチング工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

（１） ［略］ （１） ［略］

（２） ［略］ （２） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

　掘削工の施工については，本章10－４－１堤体頂部及び堤体部掘削の規定によるものとする。 　掘削工の施工については，本章10－４－１堤体頂部掘削の規定によるものとする。
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オ　［略］ ５） ［略］

カ　［略］ ６） ［略］

（３） ［略］ （３） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

４　［略］ ４．［略］

（１）～（２） ［略］ （１）～（２） ［略］

（３） ［略］ （３） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

（４）～（６） ［略］ （４）～（６） ［略］

（７） ［略］ （７） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

オ　［略］ ５） ［略］

カ　［略］ ６） ［略］

キ　［略］ ７） ［略］

（８） ［略］ （８） ［略］

10－11－２ ［略］ 10－11－２ ［略］

10－11－３ カーテングラウチング工及び補助カーテングラウチング工 10－11－３ カーテン・補助カーテングラウチング工

第12節 ～ 第14節 ［略］ 第12節 ～ 第14節 ［略］

第11章 コンクリートダム工事 第11章 コンクリートダム工事

第１節 ～ 第３節 ［略］ 第１節 ～ 第３節 ［略］

第４節 基礎掘削 第４節 基礎掘削

11－４－１ 堤体頂部及び堤体部掘削 11－４－１ 堤体頂部掘削，10－４－２ 堤体部掘削

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

カーテングラウチング工及び補助カーテングラウチング工の施工については，本章10－11－１コン
ソリデーショングラウチング工の規定によるものとする。

カーテン・補助カーテングラウチング工の施工については，本章10－11－１コンソリデーショング
ラウチング工の規定によるものとする。

堤体頂部掘削の掘削分類については，第２編10－４－１堤体頂部及び堤体部掘削の１ 掘削分類の
規定によるものとする。

堤体頂部掘削の掘削分類については，第２編10－４－１堤体頂部掘削，第２編10－４－２堤体部掘
削１．掘削分類の規定によるものとする。

付帯構造物の施工については，第２編10－４－１堤体頂部及び堤体部掘削３ 付帯構造物の規定に
よるものとする。

付帯構造物の施工については，第２編10－４－１堤体頂部掘削，第２編10－４－２堤体部掘削３．
付帯構造物の規定によるものとする。

過堀の処理については，第２編10－４－１堤体頂部及び堤体部掘削２ 過掘の処理によるものとす
る。

過堀の処理については，第２編10－４－１堤体頂部掘削，第２編10－４－２堤体部掘削２．過掘の
処理によるものとする。

発破の制限については，第２編10－４－１堤体頂部及び堤体部掘削４ 発破の制限の規定によるも
のとする。

発破の制限については，第２編10－４－１堤体頂部掘削，第２編10－４－２堤体部掘削４．発破の
制限の規定によるものとする。

基礎地盤面処理については，第２編10－４－１堤体頂部及び堤体部掘削５ 基礎地盤面の処理の規
定によるものとする。

基礎地盤面処理については，第２編10－４－１堤体頂部掘削，第２編10－４－２堤体部掘削５．基
礎地盤面の処理の規定によるものとする。

不良岩等の処理については，第２編10－４－１堤体頂部及び堤体部掘削６ 不良岩等の処理の規定
によるものとする。

不良岩等の処理については，第２編10－４－１堤体頂部掘削，第２編10－４－２堤体部掘削６．不
良岩等の処理の規定によるものとする。

基礎地盤の確認及び検査については，第２編10－４－１堤体頂部及び堤体部掘削７ 基礎地盤の確認
及び検査の規定によるものとする。

基礎地盤の確認及び検査については，第２編10－４－１堤体頂部掘削，第２編10－４－２堤体部掘
削７．基礎地盤の確認及び検査の規定によるものとする。



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

第５節 ［略］ 第５節 ［略］

第６節 堤体工 第６節 堤体工

11－６－１ コンクリート材料 11－６－１ コンクリート材料

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

（１）～（７） ［略］ （１）～（７） ［略］

（８） ［略］ （８） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

11－６－２ コンクリート打設 11－６－２ コンクリート打設

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

（１）～（３） ［略］ （１）～（３） ［略］

（４） ［略］ （４） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

（５） ［略］ （５） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

（６）～（７） ［略］ （６）～（７） ［略］

（８） ［略］ （８） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

（９）～（10） ［略］ （９）～（10） ［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

11－６－３ 型枠工 11－６－３ 型枠工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

11－６－４ ［略］ 11－６－４ ［略］

11－６－５ 冷却工 11－６－５ 冷却工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

（１） ［略］ （１） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

基礎地盤確認後の再処理については，第２編10－８－１盛立工１．基礎地盤確認後の再処理の規定
によるものとする。

基礎地盤確認後の再処理については，第２編10－８－１盛立工１ 基礎地盤確認後の再処理の規定
によるものとする。



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

オ　［略］ ５） ［略］

カ　［略］ ６） ［略］

（２） ［略］ （２） ［略］

４　［略］ ４．［略］

（１）～（３） ［略］ （１）～（３） ［略］

（４） ［略］ （４） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

５　［略］ ５．［略］

11－６－６ 継目グラウチング 11－６－６ 継目グラウチング

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

（１） ［略］ （１） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

（２）～（３） ［略］ （２）～（３） ［略］

４　［略］ ４．［略］

（１） ［略］ （１） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

（２） ［略］ （２） ［略］

（３） ［略］ （３） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

（４） ［略］ （４） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

オ　［略］ ５） ［略］

カ　［略］ ６） ［略］

（５） ［略］ （５） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

11－６－７ ～ 11－６－８ ［略］ 11－６－７ ～ 11－６－８ ［略］

第７節 グラウチング工 第７節 グラウチング工

11－７－１ ～ 11－７－２ ［略］ 11－７－１ ～ 11－７－２ ［略］

11－７－３ カーテングラウチング工及び補助カーテングラウチング工 11－７－３ カーテン・補助カーテングラウチング工

第８節 雑工事 第８節 雑工事

11－８－１ ～ 11－８－４ ［略］ 11－８－１ ～ 11－８－４ ［略］

11－８－５ 建設発生土処理工 11－８－５ 建設発生土処理工

カーテングラウチング工及び補助カーテングラウチング工の施工については，第２編10―11－３
カーテングラウチング工及び補助カーテングラウチング工の規定によるものとする。

カーテン補助カーテングラウチング工の施工については，第２編10―11－３カーテン・補助カーテ
ングラウチング工の規定によるものとする。

建設発生土処理工の施工については，第１編１－１－23建設副産物及び第１編１－１－24特定建設資
材の分別解体等及び再資源化等の適正な措置の規定によるものとする。

建設発生土処理工の施工については，第１編１－１－22建設副産物及び第１編１－１－23特定建設資
材の分別解体等及び再資源化等の適正な措置の規定によるものとする。



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

11－８－６ ～ 11－８－７ ［略］ 11－８－６ ～ 11－８－７ ［略］

第12章 ＰＣ橋工事 第12章 ＰＣ橋工事

第１節 ［略］ 第１節 ［略］

第２節 一般事項 第２節 一般事項

12－２－１ ［略］ 12－２－１ ［略］

12－２－２ 一般事項 12－２－２ 一般事項

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

第３節 コンクリート橋架設工 第３節 コンクリート橋架設工

12－３－１ 架設工 12－３－１ 架設工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

（１）～（２） ［略］ （１）～（２） ［略］

（３） ［略］ （３） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

４　［略］ ４．［略］

（１） ［略］ （１） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

オ　［略］ ５） ［略］

カ　［略］ ６） ［略］

キ　［略］ ７） ［略］

ク　［略］ ８） ［略］

（２） ［略］ （２） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

（３）～（５） ［略］ （３）～（５） ［略］

５　［略］ ５．［略］

６　. ６．

12－３－３ ［略］ 12－３－３ ［略］

第４節 橋梁付属物工 第４節 橋梁付属物工

12－４－１ 伸縮装置工 12－４－１ 伸縮装置工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

12－４－２ ～ 12－４－４ ［略］ 12－４－２ ～ 12－４－４ ［略］

12－４－５ 橋梁用防護柵工 12－４－５ 橋梁用防護柵工

１　. （１）

２　. （２）

（１） ①

暑中における施工については，グラウトの温度上昇，過早な硬化などがないようにしなければなら
ない。
　なお，注入時のグラウトの温度は35℃を超えてはならない。

暑中におけるグラウトの施工については，グラウトの温度上昇，過速な硬化などがないようにしな
ければならない。
　なお，注入時のグラウトの温度は35℃を超えてはならない。

受注者は，橋梁用防護柵工の施工については，設計図書に従い，正しい位置，勾配，平面線形に設
置しなければならない。

受注者は，橋梁用防護柵工の施工については，設計図書に従い，正しい位置，勾配，平面線形に設
置しなければならない。

鋼製材料の支柱をコンクリートに埋め込む場合（支柱を土中に埋め込む場合であって地表面をコン
クリートで覆う場合を含む。）において，支柱地際部の比較的早期の劣化が想定される以下のような
場所には，一般的な防錆又は防食処理方法に加え，必要に応じて支柱地際部の防錆又は防食強化を図
らなければならない。

鋼製材料の支柱をコンクリートに埋め込む場合（支柱を土中に埋め込む場合であって地表面をコン
クリートで覆う場合を含む。）において，支柱地際部の比較的早期の劣化が想定される以下のような
場所には，一般的な防錆・防食処理方法に加え，必要に応じて支柱地際部の防錆・防食強化を図らな
ければならない。

　海岸に近接し，潮風が強く当たる場所 　海岸に近接し，潮風が強く当たる場所
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（２） ②

（３） ③

12－４－６ ［略］ 12－４－６ ［略］

12－４－７ 銘板工 12－４－７ 銘板工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

12－４－８ 現場塗装工 12－４－８ 現場塗装工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

９　［略］ ９．［略］

10　［略］ 10．［略］

11　［略］ 11．［略］

12　［略］ 12．［略］

13　［略］ 13．［略］

14　［略］ 14．［略］

15　［略］ 15．［略］

16　［略］ 16．［略］

（１）～（２） ［略］ （１）～（２） ［略］

（３） （３）

（４）～（５） ［略］ （４）～（５） ［略］

（６） ［略］ （６） ［略］

ア　［略］ １） ［略］

イ　［略］ ２） ［略］

ウ　［略］ ３） ［略］

エ　［略］ ４） ［略］

（７） ［略］ （７） ［略］

第５節 舗装工 第５節 舗装工

12－５－１ 橋面防水工 12－５－１ 橋面防水工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

12－５－２ ［略］ 12－５－２ ［略］

12－５－３ グースアスファルト舗装工 12－５－３ グースアスファルト舗装工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

９　. ９．

　雨水や凍結防止を含んだ水分による影響を受ける可能性がある場合 　雨水や凍結防止を含んだ水分による影響を受ける可能性がある場合

　受注者は，設計アスファルト量の決定について，次の規定によらなければならない。 　受注者は，設計アスファルト量の決定について，次の規定によらなければならない。

受注者は，同一工事，同一塗装系，同一塗装方法により塗装された500㎡単位毎に25点（１点当たり
５回測定）以上塗膜厚の測定をしなければならない。
　ただし，１ロットの面積が200㎡に満たない場合は10㎡ごとに１点とする。

受注者は，同一工事，同一塗装系，同一塗装方法により塗装された500 ㎡単位毎に25 箇所（１箇所
当たり５点測定）以上塗膜厚の測定をしなければならない。

　路面上の水を路側に排水する際，その途上に支柱がある場合 　路面上の水を路側に排水する際，その途上に支柱がある場合



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

（１） （１）

（２）～（５） ［略］ （２）～（５） ［略］

10　［略］ 10．［略］

11　［略］ 11．［略］

12　. 12．

（１）～（３） ［略］ （１）～（３） ［略］

（４） （４）

13　［略］ 13．［略］

12－５－４ ［略］ 12－５－４ ［略］

第５節 ［略］ 第５節 ［略］

第13章 橋梁下部工事 第13章 橋梁下部工事

第１節 ［略］ 第１節 ［略］

第２節 一般事項 第２節 一般事項

13－２－１ ［略］ 13－２－１ ［略］

13－２－２ 一般事項 13－２－２ 一般事項

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

第３節 ［略］ 第３節 ［略］

第４節 橋台工 第４節 橋台工

13－４－１ ～ 13－４－３ ［略］ 13－４－１ ～ 13－４－３ ［略］

13－４－４ 躯体工 13－４－４ 躯体工

１　［略］ １．［略］

２　. ２．

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

９　［略］ ９．［略］

10　［略］ 10．［略］

11　［略］ 11．［略］

12　［略］ 12．［略］

13　［略］ 13．［略］

14　［略］ 14．［略］

第５節 ～ 第７節 ［略］ 第５節 ～ 第７節 ［略］

第14章 頭首工工事 第14章 頭首工工事

　監督職員が承諾した場合を除き，気温が５℃以上のときに施工しなければならない。 　気温が５℃以上のときに施工しなければならない。

型枠，支保及び足場の施工については，第１編第３章第８節型枠及び支保，第１編第３－20－11足
場工の規定によるものとする。

　型枠の施工については，第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。

示方配合されたグースアスファルト混合物は表12－5－4の基準値を満足するものでなければならな
い。

示方配合されたグースアスファルト混合物は表12－5－4の基準値を満足するものでなければならな
い。

　受注者は，敷均しの施工に当たり，次の規定によらなければならない。 　受注者は，敷均しの施工に当たり，次の規定によらなければならない。

表12－5－4 グースアスファルトの基準値 

項          目 基 準 値 

流動性試験，リュエル流動性(240℃)          sec 3～20 

貫入量試験，貫入量(40℃，52.5kg/5c ㎡，30分)mm 
表層１～４ 

基層１～６ 

ﾎｲﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験，動的安定度(60℃，6.4kg/c ㎡)   回/mm 300 以上 

曲げ試験，破断ひずみ(-10℃，50mm/min) 8.0×10－3以上 

注）試験方法は，｢舗装調査・試験法便覧｣を参照する。 

 

表 12－5－4 グースアスファルトの基準値 

項          目 基 準 値 

流動性試験，リュエル流動性(240℃)          sec 3～20sec 

貫入量試験，貫入量(40℃，52.5kg/5c ㎡，30分)mm 
表層１～４mm 

基層１～６mm 

ﾎｲﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験，動的安定度(60℃，6.4kg/c ㎡)   回/mm 300 回/mm 以上 

曲げ試験，破断ひずみ(-10℃，50mm/min) 8.0×10-3以上 

注）試験方法は，｢舗装調査・試験法便覧｣を参照する。 

 



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

第１節 ［略］ 第１節 ［略］

第２節 一般事項 第２節 一般事項

14－２－１ ［略］ 14－２－１ ［略］

14－２－２ 一般事項 14－２－２ 一般事項

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

14－２－３ 定義 14－２－３ 定義

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

第３節 ［略］ 第３節 ［略］

第４節 可動堰本体工 第４節 可動堰本体工

14－４－１ ～ 14－４－６ ［略］ 14－４－１ ～ 14－４－６ ［略］

14－４－７ 床版（堰体）工 14－４－７ 床版（堰体）工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

14－４－８ 堰柱工 14－４－８ 堰柱工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

14－４－９ ［略］ 14－４－９ ［略］

14－４－10 ゲート操作台工 14－４－10 ゲート操作台工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

14－４－11 水叩（エプロン）工 14－４－11 水叩（エプロン）工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

14－４－12 ～ 14－４－14 ［略］ 14－４－12 ～ 14－４－14 ［略］

第５節 固定堰本体工 第５節 固定堰本体工

14－５－１ ～ 14－５－６ ［略］ 14－５－１ ～ 14－５－６ ［略］

14－５－７ 堰体工 14－５－７ 堰体工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

14－５－８ ～ 14－５－９ ［略］ 14－５－８ ～ 14－５－９ ［略］

第６節 護床工 第６節 護床工

14－６－１ ～ 14－６－２ ［略］ 14－６－１ ～ 14－６－２ ［略］

14－６－３ 間詰工 14－６－３ 間詰工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

14－６－４ ～ 14－６－６ ［略］ 14－６－４ ～ 14－６－６ ［略］

第７節 ～ 第８節 ［略］ 第７節 ～ 第８節 ［略］

第９節 管理橋上部工 第９節 管理橋上部工

14－９－１ 一般事項 14－９－１ 一般事項

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

14－９－２ プレテンション桁の購入 14－９－２ プレテンション桁購入工



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

１　. １．

２　［略］ ２．［略］

（１）～（２） ［略］ （１）～（２） ［略］

（３） （３）

ア １）

イ ２）

（４） （４）

３　［略］ ３．［略］

14－９－３ ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作工 14－９－３ ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

14－９－４ プレキャストブロック桁の購入 14－９－４ プレキャストブロック桁購入工

14－９－５ プレキャストブロック桁組立工 14－９－５ プレキャストブロック桁組立工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

14－９－６ ＰＣホロースラブ製作工 14－９－６ ＰＣホロースラブ製作工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

14－９－７ ＰＣ箱桁製作工 14－９－７ ＰＣ箱桁製作工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

14－９－８ ［略］ 14－９－８ ［略］

14－９－９ 架設桁架設工 14－９－９ 架設桁架設工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

14－９－10 ～ 14－９－12 ［略］ 14－９－10 ～ 14－９－12 ［略］

第15章 機場下部工事 第15章 機場下部工事

第１節 ［略］ 第１節 ［略］

第２節 一般事項 第２節 一般事項

15－２－１ ［略］ 15－２－１ ［略］

15－２－２ 一般事項 15－２－２ 一般事項

蒸気養生を行う場合，コンクリートの打込み後２時間以上経過してから加熱を始めて製作するもの
とし，養生終了後，急激に温度を降下させないよう留意いなければならない。

なお，養生室の温度上昇は１時間当たり15℃以下とし，養生中の温度は65℃以下として製作するも
のとする。

蒸気養生を行う場合は，コンクリートの打込み後２時間以上経過してから加熱を始めて製作された
もの。また，養生室の温度上昇は１時間当たり15 度以下とし，養生中の温度は65 度以下として製作
されたもの。また，養生終了後は急激に温度を降下させてはならない。

　振動数の多い振動機を用いて，十分に締固めて製作する。 　振動数の多い振動機を用いて，十分に締固めて製作されたもの。

プレストレスの導入については，固定装置を徐々にゆるめ，各ＰＣ鋼材が一様にゆるめられるよう
にし，部材の移動を拘束しないようにして製作されたもの。

プレストレスの導入については，固定装置を徐々にゆるめ，各ＰＣ鋼材が一様にゆるめられるよう
にして製作されたもの。また，部材の移動を拘束しないようにして製作されたもの。

プレキャストブロック桁を購入する場合は，本章14－９－２プレテンション桁の購入の規定による
ものとする。

プレキャストブロック購入については，本章14－９－２プレテンション桁購入工の規定によるもの
とする。

　コンクリートの施工は，次の規定によるものとする。 　コンクリートの施工については，次の規定により製作されたもの。

受注者は，プレテンション桁を購入する場合は，産業標準化法に基づき国に登録された民間の第三
者機関（登録認証機関）により認証を受けた工場（ＪＩＳマ－ク表示認証製品を製造している工場）
において製作したものを用いなければならない。

受注者は，プレテンション桁を購入する場合，産業標準化法に基づき国に登録された民間の第三者
機関（登録認証機関）により認証を受けた工場（ＪＩＳマ－ク表示認証製品を製造している工場）お
いて製作したものを用いなければならない。



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

第３節 ［略］ 第３節 ［略］

第４節 機場本体工 第４節 機場本体工

15－４－１ 作業土工 15－４－１ 作業土工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

15－４－２ ～ 15－４－４ ［略］ 15－４－２ ～ 15－４－４ ［略］

15－４－５ 本体工 15－４－５ 本体工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

15－４－６ 燃料貯油槽工 15－４－６ 燃料貯油槽工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

９　［略］ ９．［略］

第５節 遊水池工 第５節 遊水池工

15－５－１ ～ 15－５－５ ［略］ 15－５－１ ～ 15－５－５ ［略］

15－５－６ コンクリート床板工 15－５－６ コンクリート床板工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

15－５－７ ［略］ 15－５－７ ［略］

第16章 地すべり防止工事 第16章 地すべり防止工事

第１節 ［略］ 第１節 ［略］

第２節 一般事項 第２節 一般事項

16－２－１ ［略］ 16－２－１ ［略］

16－２－２ 一般事項 16－２－２ 一般事項

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

第３節 ［略］ 第３節 ［略］

第４節 構造物撤去工 第４節 構造物撤去工

16－４－１ 取壊し工 16－４－１ 構造物取壊し工

第５節 ［略］ 第５節 ［略］

第６節 水抜きボーリング工 第６節 水抜きボーリング工

　構造物の取壊しに当たっては，第１編３－19－３取壊し工の規定によるものとする。 　構造物取壊しの施工については，第１編３－19－３構造物取壊し工の規定によるものとする。



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

16－６－１ 水抜きボーリング工 16－６－１ 水抜きボーリング工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

16－６－２ 面壁工 16－６－２ 面壁工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　. ５．

第７節 集水井設置工 第７節 集水井設置工

16－７－１ ［略］ 16－７－１ ［略］

16－７－２ 集水井工 16－７－２ 集水井工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

16－７－３ ～ 16－７－４ ［略］ 16－７－３ ～ 16－７－４ ［略］

第８節 抑止杭工 第８節 抑止杭工

16－８－１ ［略］ 16－８－１ ［略］

16－８－２ 抑止杭工 16－８－２ 抑止杭工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

第９節 水路工 第９節 水路工

16－９－１ 承水路工 16－９－１ 承水路工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

16－９－２ ［略］ 16－９－２ ［略］

第10節 暗渠工 第10節 暗渠工

16－10－１ 明暗渠工 16－10－１ 明暗渠工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

16－10－２ ［略］ 16－10－２ ［略］

第11節 ［略］ 第11節 ［略］

第12節 アンカー工 第12節 アンカー工

16－12－１ ［略］ 16－12－１ ［略］

16－12－２ 受圧版 16－12－２ 受圧版

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

16－12－３ プレキャスト受圧版 16－12－３ プレキャスト受圧版

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

第13節 ～ 第15節 ［略］ 第13節 ～ 第15節 ［略］

　足場の施工については，第１偏３－20－11足場工の規定によるものとする。 　足場の施工については，第１偏３－８－４足場の規定によるものとする。



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表
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第17章 ＰＣタンク工事 第17章 ＰＣタンク工事

第１節 ～ 第３節 ［略］ 第１節 ～ 第３節 ［略］

第４節 床版工 第４節 床版工

17－４－１ 床版工 17－４－１ 床版工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　. ３．

４　［略］ ４．［略］

第５節 側壁工 第５節 側壁工

17－５－１ 側壁工 17－５－１ 側壁工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　. ３．

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

第６節 ［略］ 第６節 ［略］

第７節 歩廊工 第７節 歩廊工

17－７－１ 歩廊工 17－７－１ 歩廊工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

第８節 ～ 第11節 ［略］ 第８節 ～ 第11節 ［略］

第18章 ため池改修工事 第18章 ため池改修工事

第１節 ［略］ 第１節 ［略］

第２節 一般事項 第２節 一般事項

18－２－１ ～ 18－２－２ ［略］ 18－２－１ ～ 18－２－２ ［略］

18－２－３ 定義 18－２－３ 定義

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

９　［略］ ９．［略］

10　［略］ 10．［略］

11　［略］ 11．［略］

12　［略］ 12．［略］

第３節 堤体工 第３節 堤体工

18－３－１ 雑物除去工 18－３－１ 雑物除去工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

18－３－２ 表土剥ぎ工 18－３－２ 表土剥ぎ工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

18－３－３ ～ 18－３－７ ［略］ 18－３－３ ～ 18－３－７ ［略］

18－３－８ 掘削土の流用 18－３－８ 掘削土の流用

１　［略］ １．［略］

　型枠及び支保の施工については，第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。 　型枠及び支保の施工については，第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。

　型枠及び支保の施工については，第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。 　型枠及び支保の施工については，第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。
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改正後 現行

２　［略］ ２．［略］

18－３－９ 掘削土の搬出工 18－３－９ 掘削土の搬出工

１　. １．

２　. ２．

18－３－10 堤体盛立工 18－３－10 堤体盛立工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

９　［略］ ９．［略］

10　［略］ 10．［略］

11　［略］ 11．［略］

12　［略］ 12．［略］

13　［略］ 13．［略］

14　［略］ 14．［略］

15　［略］ 15．［略］

16　［略］ 16．［略］

17　［略］ 17．［略］

18　［略］ 18．［略］

19　［略］ 19．［略］

18－３－11 ～ 18－３－13 ［略］ 18－３－11 ～ 18－３－13 ［略］

第４節 地盤改良工 第４節 地盤改良工

18－４－１ 浅層改良工 18－４－１ 浅層改良工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

18－４－２ 深層改良工 18－４－２ 深層改良工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

９　［略］ ９．［略］

10　［略］ 10．［略］

11　［略］ 11．［略］

受注者は，泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出する場合，「建設汚泥処理土利用基準」の第４種処理
土相当以上（コーン指数（ｑc）が200kN/m2以上又は一軸圧縮強度（ｑu）が50kN/m2以上）に改良しな
ければならない。

なお，第４種処理土相当以下の泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出する必要がある場合は，監督職員
と協議するものとする。

受注者は，泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出する場合，建設汚泥再生利用技術基準(案)の第４種建
設発生土相当以上（コーン指数（ｑc）が200kN/m2以上若しくは一軸圧縮強度（ｑu）が50kN/m2以上）
に改良しなければならない。

なお，第４種建設発生土相当以下の泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出する必要がある場合は，監督
職員と協議するものとする。

受注者は，泥土を他事業，他工事で再利用する場合，事前に泥土に含まれる有害物質に関する試験
を行い，「土壌汚染対策法」を満たしていることを確認するものとする。
　なお，基準を満たしていない場合は監督職員と協議するものとする。

受注者は，泥土を他事業，他工事で再利用する場合，事前に泥土に含まれる有害物質に関する試験
を行い，「水質汚濁防止法に基づく排水基準（一律排水基準）」を満たしていることを確認するもの
とする。
　なお，基準を満たしていない場合は監督職員と協議するものとする。



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表
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第５節 洪水吐工 第５節 洪水吐工

18－５－１ 洪水吐工 18－５－１ 洪水吐工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

第６節 取水施設工 第６節 取水施設工

18－６－１ 取水施設工 18－６－１ 取水施設工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

18－６－２ ゲ－ト及びバルブ製作工 18－６－２ ゲ－ト及びバルブ製作工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

18－６－３ 取水ゲ－ト工 18－６－３ 取水ゲ－ト工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

18－６－４ 土砂吐ゲ－ト工 18－６－４ 土砂吐ゲ－ト工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

第７節 浚渫工 第７節 浚渫工

18－７－１ 土質改良工 18－７－１ 土質改良工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

９　. ９．受注者は，泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出する場合，「建設汚泥処理基準」の第４種処理土相当
以上（コーン指数（ｑc）が200kN/m2以上又は一軸圧縮強度（ｑＵ）が50kN/m2以上）に改良しなけれ
ばならない。

なお，第４種処理土相当以下の泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出する必要がある場合は，監督職員
と協議するものとする。

受注者は，泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出する場合，建設汚泥再生利用技術基準(案)の第４種建
設発生土相当以上（コーン指数（ｑc）が200kN/m2 以上若しくは一軸圧縮強度（ｑＵ）が50kN/m2 以
上）に改良しなければならない。

なお，第４種建設発生土相当以下の泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出する必要がある場合は，監督
職員と協議するものとする。
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10　. 10．

第20章 推進工事 第20章 推進工事

第１節 ～ 第３節 ［略］ 第１節 ～ 第３節 ［略］

第４節 一般事項 第４節 一般事項

20－４－１ 立坑工 20－４－１ 立坑工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

20－４－２ ［略］ 20－４－２ ［略］

20－４－３ 推進作業（密閉型：泥水，泥土圧，土圧，泥濃式推進工法） 20－４－３ 推進作業（密閉型：泥水，泥土圧，土圧，泥濃式推進工法）

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

７　［略］ ７．［略］

８　［略］ ８．［略］

９　［略］ ９．［略］

10　［略］ 10．［略］

11　［略］ 11．［略］

12　［略］ 12．［略］

20－４－４ 推進作業（開放型：刃口推進工法） 20－４－４ 推進作業（開放型：刃口推進工法）

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

20－４－５ 滑材及び裏込め注入 20－４－５ 滑材及び裏込め注入

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

３　［略］ ３．［略］

４　［略］ ４．［略］

５　［略］ ５．［略］

６　［略］ ６．［略］

20－４－６ 立坑内管布設工 20－４－６ 立坑内管布設工

１　［略］ １．［略］

２　［略］ ２．［略］

第５節 仮設工 第５節 仮設工

20－５－１ 通信及び換気設備工 20－５－１ 通信・換気設備工

20－５－２ ～ 10－５－６ ［略］ 20－５－２ ～ 10－５－６ ［略］

［略］ ［略］

受注者は，泥土を他事業，他工事で再利用する場合，事前に泥土に含まれる有害物質に関する試験
を行い，「土壌汚染対策法」を満たしていることを確認するものとする。
　なお，基準を満たしていない場合は監督職員と協議するものとする。

受注者は，浚渫土を他事業，他工事で再利用する場合，事前に浚渫土に含まれる有害物質に関する
試験を行い，「水質汚濁防止法に基づく排水基準（一律排水基準）」を満たしていることを確認する
ものとする。
　なお，基準を満たしていない場合は監督職員と協議するものとする。
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提示

監督
職員

契約
担当

受注
者
保管

監督
職員
へ

連絡

監督
職員
へ
納品

1 現場代理人等通知書 契第10条1項 － ○

2 工事開始日通知書 特別仕様書 － ○ 受注者は，計画書案の提出期限内に通知する。

3 工程表
契第3条1項
共1-1-4

－ ○ 契約締結後７日以内

4 請負代金内訳書 契第3条2項 － ○

5 建退共掛金収納書・建退共掛金報告書 共1-1-50 － ○

6 建退共証紙受払簿
建設業退職金共済制度の普及徹底
について(H11.3.18付建設省厚経労発

第24号)
－ ○

共済証紙の購入状況を把握するため、共済証紙の受払簿その
他関係資料について提出を求めることがある。

6-1 法定外の労災保険の付保
契第58条

特別仕様書
－ ○

7 請求書(前払金) 契第34条の2の1項 － ○

8 コリンズ登録内容確認書 共1-1-7 － ○
工事請負代金500万円以上
受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ提出する。

9 品質証明員通知書 特記仕様書 ■ ○
原則，農政部が発注する予定価格１億円以上の工事及び特別
仕様書に品質対象工事と明記された工事（ダム，ため池，橋梁，
河川工作物，ファームポンド，用排水機場等の重要構造物）

10 建設工事に係る資材の再資源化等の報告書 － ○

11
再生資源利用計画書
-建設資材搬入工事用-

共1-1-22
鹿児島県における再生資源活用

工事実施要領(土木)
□ ○

建設副産物情報交換システム(COBRIS)等により作成し、施工計
画書へ含めて提出する。

11-1
再生資源利用促進計画書
－建設副産物搬出工事用－

共1-1-22
鹿児島県における再生資源活用

工事実施要領(土木)
□ ○

建設副産物情報交換システム(COBRIS)等により作成し、施工計
画書へ含めて提出する。

12 休日取得計画表 特別仕様書 － 週休２日試行工事で実施する場合

13 施工計画書 共1-1-5 － ○ ○

14
設計図書の照査確認資料
(契約書18条に該当する事実があった場合)

共1-1-3 － ○ ○ 契約書18条第1項に該当があった場合。

15 工事測量成果表(仮ＢＭ及び多角点の設置) 共1-1-45 － ○ ○

16
工事測量結果(設計図書との照合)
(設計図書と差異有り)

共1-1-45 － ○ ○ 設計図書と差異があった場合

17 施工体制台帳 共1-1-14 □ ○ ○ 下請契約を締結する全ての工事で提出する。

18 施工体系図 共1-1-14 □ ○ ○ 下請契約を締結する全ての工事で提出する。

18-1 再下請通知書 共1-1-14 □ ○ ○

19
工事打合簿
(協議，承諾，提出，報告，通知)

契第9条の4 － ○ ○

20
関係機関協議資料
(許可後の資料)

共1-1-43 － ○ ○
許可後の資料については提示とする。
ただし、監督職員から請求があった場合は提出する。

21 近隣協議資料 共1-1-43 － ○ ○ 監督職員から請求があった場合は提出する。

22 材料使用承認願い
共1-1-24

特記仕様書
□ ○ ○

試験成績表等の資料の添付
JIS製品の資料は不要。

23 材料品質証明書 共1-1-24 － ○ 設計図書で指定した材料がある場合に提出する。

24 材料納入伝票 － ○
設計図書で指定した材料や監督職員から請求があった場合は
提出する。

25 建設資材使用実績報告書 特記仕様書 □ ○ ○ 完成時及び監督員から指示された場合に提出する。

26 立会依頼書(工事打合簿) － ○ ○ 打合せ簿にて対応

27 段階確認簿 特記仕様書 － ○ ○

28 休日・夜間作業届 共1-1-44 － ○ ○
口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより連絡する。
ただし、現道上の工事を行う場合は提出する。

29 安全教育・訓練等の記録 共1-1-34 □ ○ ○ ○
監督職員の請求があった場合に提示する。
完成時に実施状況写真を添付し提出する。

30 工事事故報告書 共1-1-38 □ ○ ○ ○
事故が発生した場合、直ちに連絡するとともに、事故の概要を書
面により速やかに提出する。

31 工事履行報告書
契第11条
共1-1-32

－ ○ ○

32 中間前払金認定請求書 契第35条4項 － ○

33 請求書(中間前払金) 契第35条3項 □ ○

34 指定部分完成通知書 契第39条1項 □ ○ 令和4年4月1日以降の完成工事から適用

工事請負契約，土木工事共通仕様書等に基づき提出様式【鹿児島県農政部版】
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※様式については，□：県様式，■：参考様式，▲：農林水産省様式　-：任意様式

提出

提示

監督
職員

契約
担当

受注
者
保管

監督
職員
へ
連絡

監督
職員
へ
納品

1 現場代理人等通知書 契第10条1項 ○ ○

2 現場代理人等変更通知書 契第10条1項 ○ ○

3 現場代理人の兼任（変更）申請書 共1-1-59 ○

4 工事開始日通知書 共1-1-65 ○ 受注者は，計画書案の提出期限内に通知する。

5 請負代金内訳書 契第3条2項 ○ ○ 請負代金額が1億円以上でかつ工期が6ヶ月を越える工事

6 工程表（変更行程表）
契第3条1項
共1-1-4 ○ ○ 契約締結後７日以内

7 建設業退職金共済制度の掛金収納書 共1-1-51 ○ ○ 建設業退職金共済制度に該当する場合。

8 建退共証紙受払簿
建設業退職金共済制度の普及
徹底について(H11.3.18付建設

省厚経労発第24号)
○

共済証紙の購入状況を把握するため、共済証紙の受払簿そ
の他関係資料について提出を求めることがある。

9 法定外の労災保険の付保 特別仕様書 ○ 監督職員から請求があった場合は提出する。

10 請求書(前払金) 契第35条1項 ○ ○

11 コリンズ登録内容確認書 共1-1-7 ○
工事請負代金500万円以上
受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ提示する。

12 品質証明員通知書
共1-1-60
特別仕様書 ○ ○

原則，農政部が発注する予定価格１億円以上の工事及び特別仕様書に品
質対象工事と明記された工事（ダム，ため池，橋梁，河川工作物，
ファームポンド，用排水機場等の重要構造物）

13
再生資源利用計画書
-建設資材搬入工事用-

共1-1-23
鹿児島県における再生資源活

用工事実施要領(土木)
○

建設副産物情報交換システム(COBRIS)等により作成し、施
工計画書へ含めて提出する。

14
再生資源利用促進計画書
－建設副産物搬出工事用－

共1-1-23
鹿児島県における再生資源活

用工事実施要領(土木)
○

建設副産物情報交換システム(COBRIS)等により作成し、施
工計画書へ含めて提出する。

15 下請工事における管内建設業者等不活用状況報告書 共1-1-61 ○ 該当する場合，監督職員に提出する。

16 県産資材等不使用状況報告書 共1-1-62 ○ 該当する場合，監督職員に提出する。

17 施工計画書 共1-1-5 ○

18
設計図書の照査確認資料
(契約書18条に該当する事実があった場合)

共1-1-3 ○ 契約書18条第1項に該当があった場合。

19 工事測量成果表(仮ＢＭ及び多角点の設置) 共1-1-46 ○

20
工事測量結果(設計図書との照合)
(設計図書と差異有り)

共1-1-46 ○ 設計図書と差異があった場合

21 施工体制台帳 共1-1-14 ○ 下請契約を締結する全ての工事で提出する。

22 施工体系図 共1-1-14 ○ 下請契約を締結する全ての工事で提出する。

23 再下請負通知書 共1-1-14 ○ 再下請契約を締結する全ての工事で提出する。

24
工事打合せ簿
(協議，承諾，提出，報告，通知) ○ ○

25
関係機関協議資料
(許可後の資料)

共1-1-44 ○ 許可，承諾後の資料を提出する。

26 近隣協議資料 共1-1-44 ○ 監督職員から請求があった場合は提出する。

27 材料使用承認願
共1-1-25
特別仕様書 ○

試験成績表等の資料の添付。
JIS製品の資料は不要。

28 材料品質証明書 共1-1-25 ○ 設計図書で指定した材料がある場合に提出する。

29 材料納入伝票 ○
設計図書で指定した材料や監督職員から請求があった場合
は提出する。

30 立会依頼書(工事打合簿) 共1-1-26 ○ 打合せ簿にて対応

31 段階確認書
共1-1-26
特別仕様書 ○

32 休日・夜間作業届 共1-1-45 ○
口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより連絡する。
ただし、現道上の工事を行う場合は提出する。

33 安全教育・訓練等の記録 共1-1-35 ○ ○
監督職員の請求があった場合に提示する。
完成時に実施状況写真を添付し提出する。

34 工事事故報告書 共1-1-39 ○ ○
事故が発生した場合、直ちに連絡するとともに、事故の概
要を書面により速やかに提出する。

35 工事履行報告書
契第11条
共1-1-33 ○ ○
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○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

36 認定請求書 契第35条4項 ○ ○

37 請求書(中間前払金) 契第35条3項 ○ ○

38 指定部分完成通知書 契第39条1項 ○ ○

39 指定部分引渡書 契第39条1項 ○ ○

40 請求書(指定部分完済払金) 契第39条1項 ○ ○

41 請負工事既済部分検査請求書 契第38条の2の2項 ○ ○

42 請求書(部分払金)
契第38条の2の5項

共1-1-30 ○ ○

43 請求内訳書（部分払の場合）
契第38条の2の5項

共1-1-30
○ ○

44 請求内訳書（国債部分払の場合）
契第42条1項
共1-1-30

○ ○

45 請求内訳書（指定部分払の場合）
契第39条2項
共1-1-30

○ ○

46 工事出来高内訳書
契第38条の2の2項

共1-1-30
○ ○

47 工期延期届 契第22条1項 ○ ○ 工期の延長を請求する場合に提出する。

48 修補完了報告書 契第32条1項 ○

49 修補完了届 契第32条6項 ○ ○

部
分

使
用

50 部分使用協議書，承諾書 契第34条1項 ○ ○ 部分使用がある場合に提出する。

51
支給材料受領書
（支給品受領書）

契第15条3項
共1-1-21 ○ ○ 支給材料を受領した場合に提出する。

52
支給材料返還書
（支給品精算書）

契第15条9項
共1-1-21

○ ○ 支給材料が不要となった場合に提出する。

53 工事現場発生材報告書 共1-1-22 ○ ○ 現場発生材がある場合に提出する。

54
出来高報告書
(数量内訳書，出来高図)

契第38条の2の2項
共1-1-27
共1-1-30

○ 中間技術検査，既済部分検査等の際に提出する。

55 産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表
共1-1-23
特別仕様書 〇 ○

産業廃棄物を搬出した場合に提示する。
工事完成図書にE票の写し及び産業廃棄物管理表(マニフェ
スト)総括票を添付

56 完成通知書
契第32条1項
共1-1-29

○ ○

57 引渡書 契第32条4項 ○ ○

58 請求書 契第33条1項 ○ ○

59
施工管理資料
(出来形，品質，写真)

共1-1-31 ○ 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。

60 出来形数量 共1-1-27 ○ 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。

61 品質証明書
共1-1-25
特別仕様書

○ ○ 契約図書で規定された場合に提出する。

62 現場環境改善の実施状況 共1-1-70 ○
現場環境改善対象工事の場合、具体的な内容、実施時期について
施工計画書に含め提出するとともに、工事完了時には実施写真を
提出する。

63 創意工夫・社会性等に関する実施状況 共1-1-48 ○ ○
創意工夫，地域社会への貢献等を実施した場合に提出す
る。

64 工事完成図
共1-1-28
共1-1-38 ○

電子納品等運用ガイドライン(案)【土木工事編】に基づ
き，電子成果品及び紙の成果品で納品する。

65
再生資源利用実施書
-建設資材搬入工事用-

共1-1-24
鹿児島県における再生資源活

用工事実施要領(土木)
○

該当する建設資材を搬入した場合、建設副産物情報交換シ
ステム(COBRIS)等により作成して提出する。

66
再生資源利用促進実施書
-建設副産物搬出工事用-

共1-1-24
鹿児島県における再生資源活

用工事実施要領(土木)
○

該当する建設副産物を搬出した場合、建設副産物情報交換
システム(COBRIS)等により作成して提出する。

67 下請業者使用実績報告書 共1-1-61 ○
完成時に電子納品等運用ガイドライン(案)に基づき、電子
納品する。（監督員に指示された場合も別途提出。）

68 県産資材使用実績報告書 共1-1-62 ○
完成時に電子納品等運用ガイドライン(案)に基づき、電子
納品する。（監督員に指示された場合も別途提出。）

※様式については，　□：県様式，■：参考様式，▲：農林水産省様式，-：任意様式
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35 指定部分引渡書 契第32条4項及び第39条1項 － ○

36 請求書(指定部分完済払金) 契第39条1項 － ○

37 請負工事既済部分検査請求書 契第38条2項 □ ○ 令和4年4月1日以降の完成工事から適用

38 請求書(部分払金)
契第38条5項
共1-1-29

－ ○

39 出来高内訳書
契第38条2項
共1-1-29

－ ○

40 工期延期届 契第22条1項 － ○ 工期の延長を請求する場合に提出する。

41 修補完了報告書 契第32条1項 － ○

42 修補完了届 契第32条6項 － ○

部
分

使
用

43 部分使用同意書 契第34条1項 － ○ 部分使用がある場合に提出する。

44 支給品受領書又は借用書 契第15条3項 － ○ 支給品を受領した場合に提出する。

45 支給材料返還書 共1-1-20 － ○ 支給品が不用となった場合に提出する。

46 工事現場発生材報告書 共1-1-21 － ○ 現場発生品がある場合に提出する。

47
出来高報告書
(数量内訳書、出来高図)

共1-1-26
共1-1-27

－ ○ 中間技術検査、既済部分検査等の際に提出する。

48 産業廃棄物管理表(マニフェスト)総括表
共1-1-22

特記仕様書 □ 〇 ○
産業廃棄物を搬出した場合に提示する。
工事完成図書にE票の写し及び産業廃棄物管理表(マニフェスト)
総括票を添付

49 完成通知書
契第32条1項
共1-1-28 □ ○ 令和4年4月1日以降の完成工事から適用

50 引渡書 契第32条4項 － ○

51 請求書 契第33条1項 － ○

52
施工管理資料
(出来形，品質，写真)

共1-1-30 － ○ 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。

53 出来形数量 共1-1-26 － ○ 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。

54 品質証明書
共1-1-24

特記仕様書
■ ○ 契約図書で規定された場合に提出する。

55 現場環境改善の実施状況 特記仕様書 － ○
現場環境改善対象工事の場合、具体的な内容、実施時期につ
いて施工計画書に含め提出するとともに、工事完了時には実施
状況について工事写真に含め提出する。

56
創意工夫・社会性等に関する実施状況
(説明資料)

共1-1-47 ■ ○ ○ 創意工夫、地域社会への貢献等を実施した場合に提出する。

57 工事完成図
共1-1-27
共1-1-37

－ ○
電子納品等運用ガイドライン(案)【土木工事編】に基づき、電子
成果品及び紙の成果品で納品する。

58
再生資源利用実施書
-建設資材搬入工事用-

共1-1-22
鹿児島県における再生資源活用

工事実施要領(土木)
－ ○ ○

該当する建設資材を搬入した場合、建設副産物情報交換システ
ム(COBRIS)等により作成して提出する。

59
再生資源利用促進実施書
-建設副産物搬出工事用-

共1-1-22
鹿児島県における再生資源活用

工事実施要領(土木)
－ ○ ○

該当する建設副産物を搬出した場合、建設副産物情報交換シ
ステム(COBRIS)等により作成して提出する。

そ
の
他

支
給
品

現
場
発
生
品

※様式については，□：県様式，■：参考様式，▲：農林水産省様式　-：任意様式

工
　
事
　
完
　
成
　
時

契
約
関
係
書
類

工
事
書
類

そ
の
他

修
補



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

契約書第10条関係

第４－１号様式

　　　　　　　　　
年月日：

殿

（請負者）

付けをもって請負契約を締結した 工事に

ついて工事請負契約書第10条に基づき現場代理人等を下記のとおり定めたので通知

します。

現場代理人氏名

主任技術者又は
監理技術者氏名

特例監理技術者

監理技術者補佐氏名

専門技術者氏名

※技術者については，「資格者証（写し）」を添付してください。

※主任技術者，監理技術者，特例監理技術者，監理技術者補佐については，

    「直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できる書類（写し）」を添付してください。

※現場代理人については，氏名の隣に生年月日を記載してください。

※営業所の専任技術者は，現場の主任技術者又は監理技術者になることができません。（特例除く）

現　場　代　理　人　等　通  知  書

（契約担当者）

　年　　月　　日

記



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

契約書第10条関係

第４－２号様式

年月日：

殿

（請負者）

工 事 名

付けで通知した上記工事の現場代理人及び技術者を下記

のとおり変更したいので,工事請負契約書第10条にもとづき通知します。

記

※技術者については，「資格者証（写し）」を添付してください。

※主任技術者・監理技術者，特例監理技術者，監理技術者補佐については，
　 「直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できる書類（写し）」を添付してください。

※現場代理人については，氏名の下に生年月日を記載してください。

※営業所の専任技術者は，現場の主任技術者等になることができません。（特例除く）

(注)1． 新現場代理人等の記入内容は様式－1に準ずる。

2． 変更する現場代理人等区分には、下記から該当する区分を記載する

・現場代理人
・主任技術者
・監理技術者
・特例監理技術者
・監理技術者補佐

・専門技術者

年　　月　　日

（契約担当者）

現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書

変　 更　 事 　由

現場代理人等変更年月日

変更する現場代理人等区分

旧現場代理人等氏名 新現場代理人等氏名



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

共通仕様書第１編1-1-59関係

別紙１

令和　　年　　月　　日

印

主 任 技 術 者

現 場 代 理 人

工 事 名

工 事 場 所

工 期

請負金額(税込み)

氏 名

連 絡 先

主 任 技 術 者

現 場 代 理 人

工 事 名

工 事 場 所

工 期

請負金額(税込み)

発 注 機 関 名

監 督 員 氏 名

発注機関の連絡先

主 任 技 術 者

現 場 代 理 人

工 事 名

工 事 場 所

工 期

請負金額(税込み)

発 注 機 関 名

監 督 員 氏 名

発注機関の連絡先

①-② ｋｍ

①-③ ｋｍ

②-③ ｋｍ

※工事現場の相互の距離は直線距離とする。

工事現場の相互の距離

※添付書類：兼任する他の工事の当初契約書（写し）

※兼任する他の工事の承認を得た場合は，写しを後日提出すること

③兼任する他の工事

②兼任する他の工事

　なお，両工事の施工に当たっては，関係法令等を遵守し，安全管理及び工程管理に

留意します。

記

①兼任する工事
（県農政部部工事）

現場代理人不在の
間 の 緊 急 連 絡 先

　下記工事について，現場代理人を兼任したいので（変更）申請します。

契約担当者　　　　　　　　　殿

請負者

　商号又は名称

　代表者の氏名

現場代理人の兼任（変更）申請書



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

共通仕様書第１編1-1-65関係

（別紙１）

工事開始日通知書
（余裕期間適用工事）

契約担当者 住 所

職・氏名

請負者 住 所

称 号 又 は 名 称

代表者職・氏名 ㊞

次の工事について，工事開始日を定めましたので通知します。

※１

　２

本通知書は，契約書案の提出期限内（落札決定通知の翌日から起算して
７日以内）に提出すること。

　契約書案の工期の始期日は，本通知書の工事開始日を記載すること。

令和　年　月　日

　　　　　　　　　　　様

工 事 名

工 事 場 所

工 事 開 始 日



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

契約書第３条関係

第１－２号様式（標準書式第３条関係）
年月日：

殿

住所

氏名

～ 迄

（注）　共通仮設費については，内訳として運搬費，準備費，仮設費，事業損失防止施設費
　　　安全費，役務費，技術管理費，営繕費があり，本工事で該当する項目全てについて
　　　記入するものとする。

請負代金内訳書

工 事 名
契約年月日

工　期

費　目 工　　種 種別 細別 規　格 単位 員　数 単価 金　額



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

契約書第３条関係

年月日：
殿

（受注者）

～ 迄

（発注者）

請負代金内訳書

工 事 名
契約年月日

工　期

費　目 工　　種 種別 細別 規　格 単位 員　数 単価 金　額

（工事価格のうち，現場労働者に関する健康保険，厚生年金保険及び雇用保険の法定の事
業主負担額         円）



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

契約書第３条関係

第１－２号様式

年月日：
（発注者） 殿

○○○○○○○○○○○○○○○○工事 工事場所

自 至 （請負者）

自 至

工　　種

　1　工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）

　2 工程表は，工期の長短にかかわらず４月から翌年３月までの様式とする。年度をまたぐときは，2枚とする。

　3　ネットワークによる場合は，この様式にこだわらずフローチャートを提出させることができる。

　4　変更工程表は，変更前を上段に赤色実線，変更後を下段に黒色実線で表記する。

工事名

変　　更　　工　　程　　表

11 21 1 11

月 7 月 8 月

211 11 21 1 112121 1 11 21 1 111

11 月 12 月 1 月 2 月

工　期

変更工期

4 月 5 月 6 9 月 10月 3 月 備 考

日 1 11 21 1 11 21 1 11 21 1 11 21 1 11 21 1 11 21

月

記載要領

第１－１号様式

年月日：
（発注者） 殿

○○○○○○○○○○○○○○○○工事 工事場所

自 至 （請負者）

工　　種

　1　工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）

　2 工程表は，工期の長短にかかわらず４月から翌年３月までの様式とする。年度をまたぐときは，2枚とする。

　3　ネットワークによる場合は，この様式にこだわらずフローチャートを提出させることができる。

　4　当初工程表は，黒色実線で表記する。

工　　程　　表

月 11 月 12 月10

工　期

月 4 月 5

工事名

月 9 月月 6 月 7 月 8

211 11 21 1 112121 1 11 21 1 11日 1 11 21 1 11

記載要領

1 月 2 月 3 月 備 考

1 11 21 1 11 21 1 11 21 1 11 21 1 11 21 1 11 21



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

共通仕様書第１編1-1-51関係

建設業退職金共済制度の掛金収納書

年月日：

契約担当者

殿

（受注者）

建設業退職金共済組合証紙購入報告

下記のとおり証紙を購入したので当該掛金収納書を添付して報告します。

工　　期

契約金額

￥

(注) 添付する掛け金収納書は中小企業主に雇われる場合は赤色、

大手事業主に雇われる場合は青色

掛金収納書を貼る（契約者から発注者用）

工事名
○○○○○○○○○○○○○○○
○工事

契約年月日 令和〇年〇月〇日

共済証紙購入金額



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

契約書第35条関係

年月日：

請求書 （ ）

契約担当者

殿

請負者　（住所）

（氏名）

下記のとおり請求します。

請求金額 ￥

ただし、次の工事の( )として

契約金額 ￥　　　　　　　　　　　　　　円也

領収済金額 ￥　　　　　　　　　　　　　　円也

今回請求金額 ￥　　　　　　　　　　　　　　円也

未請求金額 ￥　　　　　　　　　　　　　　円也

工事名 （ ）

工事場所 （ ）

契約日 （ ）

完成日 （ ）

支払方法 （ ）

振込希望金融機関名 （ 店 ）

預金の種別 （ ）

口座番号 （ ）

口座名義 （ ）

フリガナ （ ）

振込指定コード番号 （ ）

隔地払金融機関名 （ ）

(注)1．

2．

3．

印

（　　　）には前払金、中間前払金、部分払金、指定部分完済払金、

完成代金の別を記入すること。

部分払金を請求する場合は、請求内訳書（部分払の場合又は国債部分
払の場合）を添付すること。

指定部分完済払代金を請求する場合には、請求内訳書（指定部分払の
場合）を添付すること。

現金払・口座振替払

銀行 金庫



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

共通仕様書第１編1-1-61関係

共通仕様書第１編1-1-62関係

工　事　名：

請負業者名：

下請工事における管内建設業者等の不活用理由

番号 具体的理由

下請工事における管内建設業者等不活用状況報告書

下請階層 建設業者名
住所

（県・市町村名）
区分

下請工事
概　　要

不活用理由

工　事　名：

請負業者名：

指定資材における県産資材等不使用理由
製造工場名 理由番号 調達業者名（本店名）

所　在　地 根拠資料 支店名

県産資材等不使用状況報告書

材料名 規格
予定
数量

単位
県内

本支店 不使用理由



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

共通仕様書第１編1-1-26関係

段階確認書            

 

施 工 予 定 表          

令和  年  月  日  

 

土木工事共通仕様書第3編1-1-4-6に基づき，下記のとおり施工段階の予定時期を報告します。 

                                          請 負 者： 

   工事名：                  現場代理人：                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種 別 細  別 確認時期 施工予定時期 備  考  

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

令和  年  月  日  

通 知 書          

 

下記種別について，段階確認を行う予定であるので通知します。 

 

                                      （総括）監 督 員：                    

 

 

 

 

 

 

 

 

確認種別 確認細別 確認項目 確認予定日 備  考  

 

 

 

 

 

 

         

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

令和  年  月  日  

 

 

確 認 書          

 

上記種別について，段階確認を実施し確認しました。 

 

                                      （総括）監 督 員：                    

 

 



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

契約書第35条関係

別紙様式第1号

年月日：

契約担当者
殿

（請負者） 印

認　　定　　請　　求　　書

工事請負契約書第35条の２の４項に基づき、下記工事の中間前金払の認定を請求します。

記

契　　約　　日

工　　事　　名

工　　　　　期 自

至

工  事  場  所

請 負 代 金 額 ￥

(注) 国庫債務負担行為に基づく契約の場合は請負代金額欄の下段に各年度の
出来高予定額を記入すること。
【記載例】

（出来高予定額） 令和○○年度 ￥　△△△

～ ～

令和□□年度 ￥　×××



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

契約書第39条関係

年月日：

契約担当者

殿

（請負者）

下記工事の指定部分を工事請負契約書第39条第1項に基づき引渡します。

指　定　部　分　引　渡　書

　

工　　 事　　 名 ○○○○○○○○○○○○○○○○工事

指　定　部　分

全　体　工　期 自 至

指定部分に係る請負
代金額

￥

指定部分に係る検査
年月日

請　負　代　金　額 ￥

指定部分に係る工期 自 至



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

契約書第38条関係

様式－１９

年月日：

契約担当者
殿

印

工事請負契約書第38条の２により既済部分検査を請求します。

記

工　　事　　名

自

至

工　　　　　期

（請負者）

請 負 工 事 既 済 部 分 検 査 請 求 書



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

契約書第38条関係

（部分払の場合）

1. 請負代金額 （A） ￥

2. 前払金額 （B） ￥

3. 出来高金額 （C） ￥

4. （D） ￥

5.

（E=C-D） ￥

6. ￥ B/A= ％
≒ ％

7. 今回請求する金額 ￥

（注） 1.

2. 工事請負契約書第38条第6項及び第7項により算出

請　　求　　内　　訳　　書

前回までの出来高
金額

（6）欄の末尾にはB/Aの割合を記入すること。ただし、B/Aの率は1％未満は切上

げること。

今回の出来高金額

請求し得る金額 (E×(9/10-B/A))



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

契約書第42条関係

（国債部分払の場合）

￥

￥

￥

前回までの受領済額

前会計年度までの出来高予定額

\
出来高超過

\

% ≒ %

￥

￥

（注） 1. A≧Bの場合は、C～Gまでは記入しない。
2. C欄の金額は、円以下銭まで算出すること。
3. F欄の率は、小数点以下は切り上げること。
4. 工事請負契約書第42条第2項（a）により算出する。
5.

イ D欄については「前会計年度までの受領金額」とする。
ロ E欄については「前会計年度までの出来高予定額」とする。

6.

請　　求　　内　　訳　　書

区　　　　分 金　　額 備　　　考

請負代金相当額 A

今回請求する年度までの各年
度の出来高と出来高予定額の
総額

B

A×9/10 C

D ￥（前会計年度までの支払金額＋当

該会計年度の部分払金額)

当該会計年度前払金額/
当該会計年度の出来高予定額

F

前会計年度までの出来高予定
額＋
出来高超過

E ￥

」
当該会計年度の出来高予定額

請求し得る金額
C－D-（A－E）×F

G

今回請求する金額

請負代金相当額は出来高金額（工事請負契約書第38条第2項に基づく既済部
分検査後の協議済額）とする。

工事請負契約書第42条第2項（b）を採用した場合（中間前払金）は、次のと
おり読み替えるものとする。

ハ F欄については「
当該会計年度の前払金＋当該会計年度の中間前払金



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

契約書第39条関係

契約書第38条関係

（指定部分払の場合）

￥ a' a"

￥ b' b"

￥ c' c"

￥ d'

(注) 1.各計算は次によるものとする。
b'＝a'/A×B（円未満は切り上げること）
b"＝B－b'
D＝a'－b'-c'

2. 上記b'の計算は国債工事以外の場合に使用し、国債工事の場合は、
契約担当が指示する。

請　　求　　内　　訳　　書

区分
総額

内訳
名称 指定部分 その他

前払金額 B

請負代金額 A

請求し得る金額 D

前回までの出来高
部分払金受領済額

C

工 事 出 来 高 内 訳 書

○○○○○○○○○○○○○○○○工事 ○○○○建設株式会社　○○支店

費目 工種 種別 単位
契約数量

（Ａ）

構成比

（Ｂ）

前回まで

の出来形
数量

今回出来

形数量

今回まで
の出来形

累計数量

（Ｃ）

残数量

出来形比

率
（Ｄ）％

摘要

直接工事費

共通仮設費



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

契約書第22条関係

第７号様式

年月日：

契約担当者
殿

（請負者名）

工事請負契約書第22条１項による工期の延長を下記のとおり請求します。

(注)
1 必要により下記書類を添付すること。
a

b

c 写真、図面等
2 理由は詳細に記入すること。

記

印

工　期　延　期　届

工　　事　　名

契　約　月　日

工　　　　　期
自

至

工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の3工程を対象
させ、詳細に記入）

天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平
均とを対照し最寄気象台等の証明等をうけること。

延　長　工　期
自
至

理　　　　　由



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

契約書第32条関係

【参考様式】

年月日：

監督職員（官職氏名）
殿

（現場代理人氏名）

の 検査において、修補指示

されました部分につきましては、下記のとおり完了しましたので報告します。

検査職員の修補指示箇所及び修補内容

（注）本文（　　　　）内には検査種類を記入する。

修補完了報告書

工事名

印

年　　月　　日 （　　　　　　　　　　　）



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

契約書第32条関係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　支出又は分任支出負担行為担当官（官職氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受注者）

 　　　　　 　　　修　補　完　了　届

　　　　　　　年　　　月　　　日の（　　　　）検査において、指示されました

　　　修補部分については、下記のとおり完了しましたのでお届けいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

　　　工  　事　　名

　　　契　　約　　額

　　　工  事  場　所

　　　契　　　　　約　　　　　　　　　　　　　年 　　　月 　　　日

　　

　　　期　　　　　限　　　　　　　　　　　　　年 　　　月 　　　日

　　　完　　　　　了　　　　　　　　　　　　　年 　　　月 　　　日

　　　修補、改造箇所及び補修内容

                                                                                  

                                                                                                     

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　（注）本文（　　　　）内には検査種類を記入する。

○○○○○○○○○○○○○○○○工事



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

契約書第34条関係

様式－２２

年月日：

受信者：「契約担当者」又は「請負者名」
殿

発信者：「契約担当者」又は「請負者名」

　標記について、下記のとおり部分使用することを、工事請負契約書第34条

に基づき（ ）する。

1．使用目的

2．使用部分

3．使用期間 自
至

4．使用者

5．その他

(注) 1. （協議・承諾）には、いずれかに印をつける。
2. 協議の場合は、受信者を「受注者名」、発信者を「契約担当者」

として、発注者が作成する。
3. 承諾の場合は、受信者を「契約担当者」、発信者を『受注者名』として、

受注者が作成する。
4. その他には，工事名，工事場所及びその他必要な事項を記載すること。

工事の部分使用について

印

協議　・　承諾

記



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

契約書第15条関係

支給材料（又は貸与品）受領（又は借用）書

令和　年　月　日 

契約担当者

殿

受注者 住所

氏名

現場代理人

工事名

記

今回 前回まで 計

自 令和　年　月　日

至 令和　年　月　日

間   受   領   分

自 令和　年　月　日

至 令和　年　月　日

間   受   領   分

自 令和　年　月　日

至 令和　年　月　日

間   受   領   分

自 令和　年　月　日

至 令和　年　月　日

間   受   領   分

自 令和　年　月　日

至 令和　年　月　日

間   受   領   分

 令和　年　月　日契約締結した上記の工事用として下記のとおり支給材料（又は貸与品）の引渡し
を受けたので工事請負契約書第15条第３項の規定に基づき受領（又は借用）書を提出します。

品名 規格 単位
数量

備考



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

契約書第15条関係

支給材料（又は貸与品）返還書

令和　年　月　日 

契約担当者

殿

受注者 住所

氏名

現場代理人

工事名

記

受 払 残

 令和　年　月　日契約締結した上記の工事用支給材料（又は貸与品）について工事請負契約書第
15条第９項の規定に基づき下記のとおり使用残を返還します。

品名 規格 単位 数量
数量



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

共通仕様書第１編1-1-22関係

年月日：

契約担当者
殿

受注者　（住所）

（氏名）
（現場代理人氏名）

品　　　　名 規　　　　格 単　位

工事現場発生材報告書

令和〇年〇月〇日 付けをもって請負契約を締結した○○○○○○○○○○○○○○○○工事

における下記の発生品を引き渡します。

記

数　　　　量 摘　　　　　　要



○ 農業土木工事共通仕様書（令和５年２月１日付け）新旧対照表

改正後 現行

契約書第32条関係

共通仕様書第１編1-1-61関係

第１０－１号様式

年月日：

契約担当者
殿

（請負者）

下記工事を工事請負契約書第32条４項に基づき引渡します。

1．工事名

2．請負代金額 ￥

3．検査年月日

引　　　　渡　　　　書

工　事　名：

請負業者名：

管内
管外

(県内)
県外 業者数 契約金額 業者数 契約金額 ① ② ③ ④ 業者数 契約金額 ① ② ③ ④

一次

二次

三次

四次

五次

小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下請業者使用実績報告書

元請
業者
区分

最終請負
金額

（千円）

全下請業者使用状況 階層別下請使用状況

総数

下請業者内訳
下請
階層

管内 管外（県内） 不活用理由 県外 不活用理由


